
  

第９章 公共施設管理者負担金等について 
 

９－１ 公共施設管理者負担金 
 

９－１－１ 公共施設管理者負担金制度の概要について 

公共施設管理者負担金（以下「負担金」という。）の取扱いについては、「土地区画整理

法第１１９条の２（注）に規定する公共施設管理者負担金の取扱いについて」（昭和３６年５

月１５日計画局長通達）、「土地区画整理法による公共施設管理者の負担金制度を活用した

都市計画街路事業の推進について」（昭和５８年６月１５日街路課長及び区画整理課長通

達）及び「公園に係る公共施設管理者負担金の取扱について」（平成１２年１２月１２日公

園緑地課長通達）によることとなるが、負担金の取扱いの概要は次のとおりである。 

 （注）法改正により現在は第１２０条 

 
（１） 性 格 

 昭和３４年の土地区画整理法の改正により制度化されたもので、同法第１２０条におい

て「・・・当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、

政令に定めるところにより、その土地区画事業に要する費用の全部又は一部を負担するこ

とを求めることができる」と規定されているが、その性格は、第１に公共施設となる用地

の評価額及び移転補償費そのものではなく、土地区画整理事業に要する費用であること、

第２に土地の取得に要すべき費用の額を限度とすることは、直接買収方式による場合との

均衡を考慮して定められたものと解せられること、第３に第１２０条の規定は公共施設の

管理者に対して負担義務を課しているものではなく、負担を求める場合の根拠規定である

ことといえる。 

 
（２） 負担金の額の算定 

① 負担金≦負担対象路線の用地を買収することとした場合の用地費及び補償費 

② 負担金≦当該土地区画整理事業の総事業費－（保留処分金＋受益者負担金＋その他の

負担金等） 

負担金の額は上記①及び②の条件を満たす必要があり、①の用地及び補償費の単価は

原則として当該土地区画整理事業の事業計画の認可時における単価とする。また、補償

費は、土地区画整理事業の換地先に移転する場合の移転工法でなく、買収方式によった

場合の移転工法により積算した額とする。 

（参考）土地区画整理法第１２０条、同施行令第６４条の２及び第６４条の３ 

 
（３） 負担金の対応工事の内容 

 対応工事の範囲は土地区画整理事業の土地区画整理法第１１８条に規定する施行者が負

担する費用の範囲とする。 
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（４） 手 続 

①事前協議 

土地区画整理事業施行者は、事業計画の策定に当たり、あらかじめ公共施設の管理

者と負担金の対象施設、額、負担方法等について協議すること。 

② 覚書 

土地区画整理事業の施行者が公共施設管理者に対し負担金の負担を求めようとする

場合は、負担金の総額、負担の期間、対応工事の内容、公共用地の使用収益権の効力

の発生時期等ついて、当該土地区画整理事業の認可後速やかに覚書を交換すること。 

③ 協定書 

土地区画整理事業施行者と公共施設管理者は、上記覚書に基づき事業年度ごとに当

該年度負担金の額、対応する区域又は対応する工事の内容、支出の時期、精算の方法

等について協定を締結すること。 

④ 負担金の支出の時期 

負担金の支出の時期は、原則として土地区画整理事業の仮換地の指定の日以降毎年

度、土地区画整理事業の進捗状況を勘案のうえ定めること。 

⑤ その他 

負担金のうち、物件移転補償費相当額については、最も合理的な移転工法により積

算した額とすること。 

 

（５） 補助金交付申請上の取扱い 

  負担金に対し国庫補助を行う場合は、交付申請書に覚書及び協定書を添付するととも

に、負担金の積算根拠及び対応工事設計書（様式は「社会資本整備総合交付金申請要領」

に準ずる）を添付すること。 
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９－１－２ 公共施設管理者負担金の取扱いに関する通知等 

 

（１）県が管理する道路及びバイパスの公共施設管理者負担金の取扱いについて 

（平成 3 年 3 月 28 日付 3 都整第 39 号 各土木事務所あて 土木部長通知（平成 14 年 3

月 26 日改正）） 

 

１．公共施設管理者負担金の積算基準 

 費目、道路状況により次表のように区分して積算するものとする。 

費目 

国道、県道の道路状況 

〔Ⅰ〕現道拡幅 

バイパス 

〔Ⅱ〕当該区画整理区域内に

現道がある場合 

〔Ⅲ〕当該区画整理区域内に

現道が無い場合 

用地費 

計画道路面積から現

道路敷面積を控除し

た潰地面積に係る金

額 

計画道路面積から区域内の

現道路敷面積を控除した面

積に係る金額に相当する金

額（別添資料の算式による） 

計画道路の全潰地面積に

係る金額 

補償費 計画幅員中に支障物件等全部に係る金額 

 （注）原則として控除分の面積丈量は行わず、現道路敷を除いた潰地面積の丈量を行う。 

 

２．都市計画道路に関する公共施設管理者負担金を負担することができる範囲 

 当該都市計画道路（国道を除く）を含む土地区画整理事業が原則として国土交通省都

市・地域整備局※所管の土地区画整理補助事業採択基準に適合しない場合とする。  
  ※現在は国土交通省都市局 
 

３．公共施設管理者負担金の額の変更 

  物価の変動、賃金の上昇、その他特別の事情があって額の変更を必要とする場合、そ

の範囲は物件移転補償のみとし、用地費については変更を認めないものとする。 

 

 ４．事務費 

  国において定めた県事業に対する事務費率の１／２以内とする※。 
   ※平成 22 年度より、国交付金に係る事務費は廃止となっている。 

 

５．その他 

  (1)この取扱いは、平成３年４月１日から施行する。 

  (2)この取扱いによりがたい場合は、土木部長※に別途協議するものとする。 
                 ※現在は都市・交通局長 
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  (3)「県が管理する道路およびバイパスの公共施設管理者負担金の取扱いについて」（昭

和 48 年７月４日付都施第 146 号土木部長通知）及び同事務細則（昭和 48 年７月 25

日付都市施設課長、道路建設課長、用地課長通知）は廃止する。 

    附則（平成 14 年 3 月 26 日） 

この通知は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 
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（２）公共施設管理者負担金に関する事務取扱いについて 

 

公共施設管理者負担金に関する事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、土地区画整理法第１２０条の規定に基づき

建設局及び都市整備局※の所管する街路、道路、公園、河川等の公共施設について、

県が管理者として土地区画整理事業施行者（以下「事業施行者」という。）に対し、

負担する公共施設管理者負担金（以下「管理者負担金」という。）の取扱いについ

て必要な事項を定めるものとする。 
         ※現在は都市・交通局 
（事前協議） 

第２条 事業施行者が県に、管理者負担金を求めようとするときは、事前協議書（様式第

１）を建設局地方機関の長（以下「所長」という。）に提出させるものとする。 

  ２ 所長は、前項の事前協議書の提出があったときは、当該協議書に副申書（様式第

２を添え、公共施設を管理する局の長（以下「局長」という。）に送付するものと

する。 

  ３ 局長は、前条の協議に応ずる場合は、公共施設管理者負担金事前協議回答書（様

式第３）により、所長を経由して事業施行者に回答するものとする。 

（覚書の締結） 

第３条 所長は、前条の協議が整ったときは、事業施行者と土地区画整理事業者の負担に

関する覚書（様式第４）を締結するものとする。なお、覚書締結に際し、事前協

議の内容と相違がある場合には、あらかじめ局長に協議しなければならない。 

  ２ 前項の覚書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１） 当該区画整理事業の基本計画書（様式第５） 

（２） 当該公共施設の用に供する土地の丈量図 

（３） 当該公共施設の用に供する土地の存する建築物移転図 

（４） 公共施設管理者負担金調書（様式第６） 

（５） 区画整理発足前の不動産鑑定評価書 

（６） 愛知県土木部用地事務取扱要領第４７条に基づく事務所補償審査会の審査調書の

写し 

（覚書第３条第３項に定める報告の取扱） 

第４条 前条第１項に規定する覚書第３条第３項の「報告」は、土地区画整理事業の変更

が認可されるたびに速やかに行うものとし、公共施設管理者負担金対応工事変更

報告書（様式第７）によるものとする。 
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（予算配分） 

第５条 所長は、第３条第１項に規定する覚書に基づき、当該年度の管理者負担金の額を

局長に報告するものとする。局長は、所定の手続きを経て金額を決定し通知する。

所長はそれに基づき予算要求をするものとする。 

（協定書の締結） 

第６条 所長は、前条の予算配分があったときは、事業施行者と当該年度の管理者負担金

の額、負担の時期及び精算方法等について協定書（様式第８）を締結するものと

する。 

２ 前項の協定書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

１）当該年度の土地区画整理事業の実施設計書（負担金の額に対応する実施設計書、又

は、負担金の額を超過する区画整理事業の実施設計書の写し） 

２）当該公共施設の用に供する土地のうち、当該年度の負担金の算出の基礎となった部

分の丈量図 

３）当該公共施設の用に供する土地に存する建築物のうち、当該年度の負担金の算出の

基礎となった建築物移転図 

４）当該年度の公共施設管理者負担金調書 

５）区画整理発足前の不動産鑑定書 

（覚書と協定書の関係） 

第７条 覚書は、管理者負担金の総額等を定めるものであるので、覚書の変更なしに、そ

の内容に相違した協定を締結してはならないものとする。 

（負担金の額の変更） 

第８条 物価の変動、賃金の上昇、その他特別の事情があって、額の変更を必要とする場

合、その範囲は、額の積算の根拠となっている物件補償費のうち、その時点にお

ける未施工分に限るものとし、用地費については変更を認めないものとする。 

（対応工事の変更） 

第９条 第６条第１項に規定する協定書第２条第２項の「実施設計の協議を要するもの」に

は、国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府建設省令第９号）に定め

る内容の軽微な変更を除くものとする。 

（対応工事の施越） 

第 10 条 協定締結以前に覚書に定める対応工事を実施する必要がある場合には、事業施行

者から予め公共施設管理者負担金対応工事実施設計承認申請書（様式第 10）を所

長に提出させるものとする。なお、対応工事の範囲は当該年度及び次年度までに

限るものとする。 

  ２  所長は、対応工事の実施設計を承認するときは、実施設計承認について実施設計

承認書（様式第 1３）により事業施行者に通知するものとする。 
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（残存物件） 

第 11 条 対応工事が完了した場合において機械器具、仮設物、備品及び材料が残存すると

きは、事業施行者から残存物件継続使用承認申請書（様式 14）を所長に提出させ

るものとする。 

  ２ 所長は、残存物件の継続使用を承認するときは、残存物件継続使用承認書（様式

第 15）を事業施行者に交付するとともに局長に承認したことを報告するものとす

る。 

  ３ 前項の承認があった場合は、翌年度の土地区画整理事業に残存物件を継続して使

用させることができるものとする。 

  ４ 残存物件となる機械器具、仮設物、備品及び材料の購入は、負担金支出最終年度

の対応工事が完了した際、当該物件が残存しないか、又は残存する場合は、その

残存価格がないものに限るものとする。 

（実績報告書） 

第 12 条 第６条第１項に規定する協定書第７条の公共施設管理者負担金対応事業完了実績

報告書は、様式第 16 とし、管理者負担金が 80,000 千円以上のものについては、

実績報告書を局長（各事業課）に送付するものとする。 

（対応事業の検査） 

第 13 条 局長（各事業課）及び所長は、実績報告書の提出があったときは、吏員のうちか

ら検査員を任命するものとし、検査員は検査完了後、完了検査調書（様式第 17）

を提出するものとする。 

  ２ 局長（各事業課）は、完了検査を受理したときは、検査結果通知書（様式第 18）

により所長へ通知するものとする。 

（負担金の支払） 

第 14 条 所長は、検査結果通知書及び完了検査調書を受理したときは、所定の手続きを経

て、管理者負担金を支払うものとする。 
 

  付 則 

１．この要領は、昭和 53 年４月１日から適用する。 

この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１６年１月６日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年１月１日から施行する。 

   ２．「公共施設管理者負担金に関する事務取扱について」（昭和 48 年８月１日及び昭

和 49 年３月 20 日付け 48 都施第 146 号土木部長通知）は廃止する。 
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第     号 

年  月  日 

 

愛 知 県 ○ ○ 局 長 殿 

○○土地区画整理事業施行予定者 

      ○ ○ ○ ○     

 

公共施設管理者負担金事前協議書 

 

都市計画道路○○○○線に係るこのことについて、下記のとおり協議します。 

 

記 

負担金額    金               円 

  内 訳 

１． 用地費              円（別紙明細書のとおり） 

２． 補償費              円（別紙明細書のとおり） 

３． 事務費              円（別紙明細書のとおり） 

 

添付図書 

１．当該公共施設の用に供する土地の丈量図 

２．当該公共施設の用に供する土地に存する建築物等移転図 

３．区画整理発足前の不動産鑑定評価書 

４．第７章に記載する「土地区画整理事業計画の様式」のうち 

 （１）減歩率計算表 

 （２）保留地の予定地積 

 （３）資金計画書 

   １ 収入 

   ２ 支出 

   ３ 年度別歳入歳出資金計画表 

（様式第１） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○ ○ 局 長 殿 

 

○○建設事務所長 

          

公共施設管理者負担金の事前協議について（副申） 

 

このことについて、○○土地区画整理組合から別添のとおり協議書が提出されまし

た。この協議について審査したところ協議に応ずることが適当と認められます。 

（下記条件を附して協議に応ずることが適当で認められます。） 

 

記 

 

 

 

（様式第２） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○○土地区画整理事業施行予定者 

○ ○ ○ ○ 様 

 

愛 知 県 ○ ○ 局 長 

          

公共施設管理者負担金の事前協議について（回答） 

 

令和○年○月○日付け第○号で協議のありましたこのことについては、協議に応じ

ます。（下記条件を附して協議に応じます。） 

 

記 

  

 

 

 

 

（様式第３－１） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○ ○ 建設事務所長 殿 

 

○ ○ 局 長 

          

公共施設管理者負担金の事前協議について（回答） 

 

令和○年○月○日付け第○号で協議のありましたこのことについては、別添のとお

り協議者に回答しました。 

 

 

  

 

 

 

 

（様式第３－２） 
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○○線○○工事にかかる○○土地区画整理事業の費用負担に関する覚書 

 

○○線○○工事施行者｛愛知県知事若しくは愛知県｝（以下「甲」という。）と○○土地

区画整理事業施行者○○（以下「乙」という。）は、○○線○○工事（以下「工事」とい

う。）に必要な○○用地を、○○土地区画整理事業（以下「土地区画整理事業」という。）

によって取得することについて、次のとおり取り決めをする。 

 

第１条 甲は、土地区画整理法第 120 条に規定する公共施設管理者の負担金（以下「負担

金」という。）として、金     円（別紙公共施設管理者負担金調書のとおり）

を乙に対して負担するものとし、その負担期間は、乙が施行する土地区画整理事

業の終了年度までとし、当該年度の予算の範囲内において支出する。 

  ２ 前項に定める金額は、物価の変動その他特別の事情がある場合において、甲乙協

議して変更することができるものとする。 

第２条  甲の施行する工事に必要な○○用地（別紙図面に表示する土地。以下「○○用地」

という。）は、乙の施行する土地区画整理事業に係る換地処分の公告の日の翌日にお

いて○○に帰属するものとする。 

第３条  土地区画整理事業の事業計画は別紙のとおりとする。 

  ２ 乙は、前項の事業計画を変更しようとする場合において、その変更が負担金の額

の変更を要するものであると認めるときは、あらかじめ、甲に協議するものとする。 

  ３ 乙は、事業計画（資金計画を除く。）を変更した場合（その変更が前項の規定によ

る協議に係るものである場合を除く。）においては、すみやかに甲に報告するものと

する。 

第４条 乙は、事業年度ごとに当該土地区画整理事業の実施設計を甲に提出し、甲乙協議の

うえ、協定を締結して当該年度の負担金の額及び支出の時期を決定するものとする。 

第５条 乙は、事業年度ごとに当該年度の負担金に係る事業について実績報告書を作成し、   

甲に提出するものとする。 

第６条 甲は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、甲乙協議して精算を行

うものとする。 

第７条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書の内容について疑義を生じたときは、その

つど甲乙協議のうえ決定するものとする。 

  

 本覚書の証として、本書２通を作成し、当事者押印のうえ各自１通を保有する。 

  年  月  日 

 

 

 

（様式第４） 
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甲 住 所 ○○○○ 

①代表者 愛知県知事受任者 

                      愛知県○○建設事務所長 氏名 印 

② 愛知県 

代表者 愛知県○○建設事務所長 氏名 印 

 

乙 住 所 ○○○○ 

○○土地区画整理事業施行者 

代表者 氏名             印  

 

 

（注）１．前文について、機関委任事務は愛知県知事を、固有事務は愛知県を使用する。 

   ２．末尾記名押印欄について機関委任事務は①、固有事務は②を使用する。 
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基本計画書 

 

○○市・町・村 又は 

○○土地区画整理組合 

 

目次 

 

第１ 土地区画整理事業等の名称 

  １ 土地区画整理事業の名称 

  ２ 施行者の名称 

第２ 設計の概要 

  １ 設計説明書 

（１） 土地区画整理事業の目的 

（２） 施行地区内の土地の状況 

（３） 設計の方針 

（４） 整理施工後の地積 

（イ） 土地の種目別施行前後対照表 

（ロ） 減歩率計算表 

（ハ） 保留地の予定地積 

（ニ） 公共施設別調書 

第３ 資金計算書 

  １ 収入 

  ２ 支出 

  ３ 年度別財源内訳 

  ４ 他事業施行分 

第４ 図面 

  １ 位置図 

  ２ 設計図 

  ３ 市街化予想図 

  ※それぞれの記載内容は、第６章の事業計画を参照のこと。 
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公 共 施 設 管 理 者 負 担 金 調 書 

 

   

負 担 金 額    金          円也 

 

内 訳 

 

  １ 用 地 費  金           円也 

種 別 数 量 
金 額 

摘 要 
単 価 金 額 

宅 地 ㎡ 円 円  

田     

畑     

その他     

計     

  
 

２ 建築物移転補償費 金          円也 

図

面

対

象

番

号 

所在地 

物件移転補償費 その他補償費 合計 所有者 

(占有者) 

摘要 

建物 工作物 動産 その他 
営業 仮住居 雑費 

その他 

用途

構造 

数 量

単位 

工法 金額 名称 数量

単位 

金額 金額  業

種 

金額 日

数 

金額  

例 

① 

○町 

○番地 

木造

店舗 
○㎡ 切取 ○円 さく ○Ｍ ○円 ○円 ○円 

本

屋 
○円 

 
○円 ○円 ○円 ○○○ 

 

                   

 
 
  ３ 事 務 費 金          円也 

 

 （注）（１）各年度の協定書においては、題名「令和 年度公共施設管理者調書」とすること。 

     （２）本表は、公共施設の管理者が自ら施行することとした場合における金額とすること。 

 

（様式第６） 
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第     号 

年  月  日 

 

愛知県○○建設事務所長殿 

 

土地区画整理事業施行者 

  代表者 氏     名     

 

公共施設管理者負担金対応工事変更報告書 
 

令和 年 月 日付で締結しました○○線○○工事に係る○○土地区画整理事業の

費用負担に関する覚書第３条第１項に定める事業計画（対応工事）について、別添のと

おり変更したので、覚書第３条第３項の定めにより報告します。 

 

（注） 

添付書類 

１． 変更理由書 

２． 土地区画整理事業の変更基本計画書（元と変更とを対比させたもの） 

 

 

 

（様式第７） 
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協  定  書 
 

○○線○○工事施行者｛愛知県知事若しくは愛知県｝（以下「甲」という。）と、○○

土地区画整理事業施行者○○（以下「乙」という。）は、令和 年度における○○線○○

工事（以下「工事」という。）に必要な○○用地を、○○土地区画整理事業（以下「土地

区画整理事業」という。）によって取得することについて、次のとおり取り決めをする。 

 

第１条 甲は、令和 年度において土地区画整理法第 120 条に規定する公共施設管理者

の負担金（以下「負担金」という。）として金    円（別紙公共施設管理者負担金

調書のとおり）を負担するものとする。 

第２条  乙の令和 年度において施行する土地区画整理事業のうち、負担金に対応する

部分の実施設計は、別紙のとおりとする。 

  ２   乙は、前項の実施設計を変更しようとするときは、あらかじめ、甲に協議する

ものとする。 

  ３   乙は、第１項の実施設計に従い、すみやかに甲が工事に必要な土地を使用する

ことができるよう措置するものとする。 

第３条  甲が負担金を支払う時期は、当該年度の負担金に対応する部分の実施設計に係

る土地区画整理事業が終了したときとする。 

第４条  甲は、前条の規定にかかわらず、負担金に対応する土地区画整理事業が（以下

「負担対象事業」という。）の進捗状況等に応じ、負担金の前金払をすることがで

きる。 

 ２   乙は、前項の負担金の前金払を受けようとするとき、あらかじめ、支出見込額

調書を甲に提出しなければならない。 

第５条  甲が当該公共施設の用に供すべき土地を換地処分の公告の日以前に使用とする

場合には、甲乙協議するものとする。 

 ２   甲が前項の規定により当該公共施設の用に供すべき土地の使用を開始した後

において、甲の責に基づかない事由により、その土地の使用を妨げられるに至っ

たときは、乙の責任において解決するものとする。ただし、天災その他不可抗力

によるときは、甲乙協議にて解決するものとする。 

第６条  乙は、土地区画整理事業の換地処分後、第２条第３項に規定する土地を○○に

帰属させるために必要な措置をとるものとする。 

第７条  乙は、負担対象事業が完了した場合においては、実績報告書を作成し、甲に提

出するものとする。 

 この協定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。 

第８条  甲は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、甲乙協議して精算

を行うものとする。 

（様式第８） 
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第９条  乙は、負担対象事業が完了した場合において機械器具、仮設物、備品及び材料

が残存するときは、翌年度の土地区画整理事業に継続して使用することができる。 

第１０条 甲は、土地区画整理事業の施行に関し、乙に対して必要な報告若しくは資料

の提出を求め、又は進捗状況について実地調査をすることができる。 

第１１条  この協定に定めのない事項又はこの協定の内容について疑義を生じたときは、

そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

上記協定の証として、本書２通を作成し当事者記名押印のうえ各１通を保管する。 

   年  月  日 

 

甲 住 所                     

① 代表者 愛知県知事受任者            

      愛知県○○建設事務所長 氏 名  印 

② 愛知県                     

代表者  愛知県○○建設事務所長 氏 名  印 

  

乙 住 所                     

  ○○土地区画整理事業施行者           

  代表者  氏 名              印 

 

 （注）１．前文について、機関委任事務は愛知県知事を、固有事務は愛知県を使用する。 

    ２．末尾記名押印欄について機関委任事務は①、固有事務は②を使用する。 
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第     号 

年  月  日 

 

愛知県○○建設事務所長殿 

 

土地区画整理事業施行者 

  代表者 氏     名      

 

公共施設管理者負担金対応工事実施設計承認申請書 

 

このことについて、下記により承認を受けたいので、別紙のとおり関係書類を添えて

申請します。なお、この申請額が※    の予算の範囲内で締結する協定額を超える

場合は、単独費で支弁します。 

 

記 

 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

実 施 設 計 額  

工 事 概 要  

工事実施予定期間  

施越を必要とする理由  

（注） 

 １ 添付書類 

   実施設計書 

 ２ ※印の箇所は、「本年度」、「次年度」、「本年度及び次年度」のうち該当する文

字を入れる。 

（様式第１０） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○○土地区画整理事業施行者 

○ ○ ○ ○ 様 

 

愛知県○○建設事務所長 

          

公共施設管理者負担金対応工事実施設計承認書（通知） 
 

○年○月○日付け第○号で申請のありましたこのことについては、承諾します。 

（下記条件を附して協議に応じます。） 

 

記 

  

 

 

 

 

（様式第１３） 
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第     号 

年  月  日 

 

愛知県○○建設事務所長殿 

 

土地区画整理事業施行者 

  代表者 氏     名      

 

残存物件継続使用承認申請書 
 

年 月 日付で締結した○○線○○工事に係る  年度○○土地区画整理事業の費

用負担に関する協定により取得した下記残存物件を、  年度の同一土地区画整理事業

に継続使用したので承認してください。 

 

記 

取得事

業年度 
品 名 数 量 

取 得

価 格 

取 得 

年月日 

使 用

期 間 

耐 用

年 数 
残存率 

残 存

価 格 
摘 要 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 
 

（様式第１４） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○○土地区画整理事業施行者 

代表者 ○ ○ ○ ○ 様 

 

愛知県○○建設事務所長 

          

残存物件継続使用承認について（通知） 
 
○年○月○日付け第○号で申請のありましたこのことについては、承認します。 

（様式第１５） 
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第     号 

年  月  日 

 

愛知県○○建設事務所長殿 

 

土地区画整理事業施行者 

  代表者 氏     名      

 

令和  年公共施設管理者負担金対応事業完了実績報告書 

 

令和  年  月  日付で協定を締結した次の事業は、令和  年  月  日完

了しました。 

 

 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

実 施 事 業 費  

負 担 対 応 事 業 費  

実施事業費に対する精算額  

負 担 金 精 算 額  

 

 

（様式第１６－１） 
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事 業 費 精 算 調 書 
 

種   別 実施設計額 精 算 額 差 引 額 備   考 

工 事 費 
    

本 工 事 費 
    

付帯工事費 
    

測量試験費 
    

用地補償費 
    

換 地 諸 費 
    

     

事 務 費 
    

     

計   

    

 

（様式第１６－２） 
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完 了 検 査 調 書 

 

愛 知 県 知 事 

（愛知県  所長）殿 

 

令和  年  月  日 

  検査員           

 

検査の結果については、下記のとおりであります。 

 

記 

 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

管理者負担金協定金額  

工 期 
着手 

完了 

完 了 年 月 日  

土地区画整理事業施行者名   

検 査 年 月 日  

検 査 結 果  

摘 要  

 

（様式第１７） 
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第     号 

年  月  日 

 

 ○○建設事務所長殿 

 

○ ○ 局 長 

          

検 査 結 果 通 知 書 

 

令和  年  月  日付第  号で送付のあったこのことについて別紙のとおり

検査しました。 

 

 

（様式第１８） 
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（３）「公共施設管理者負担金に関する事務取扱要領」の運用について 

（昭和 57 年５月１１日付５７都施第１４２号 関係地方機関の長あて 土木部長通知） 

 このことについては、昭和５３年４月２１日付け５３都施第５-４０号で通知済でありま

すが、今回事務の明確化及び簡素化をはかるため、同要領中の第７条及び第８条について、

下記のとおり取扱うこととしたので通知します。 

 なお、貴管下市町村にも周知徹底のうえ、遺憾のないよう取り計らいください。 

 

記 

 

１ 第７条関係 

  「内容に相違した協定を締結してはならない」この取扱いについては、覚書で定め

た負担金の額の積算の根拠となっている物件補償について、額の変更をしようとする

場合変更覚書を締結した後に当該年度の協定を締結するものとする。 

 

２ 第８条関係 

  覚書で定めた負担金の額の変更をする場合、従来その時点における未施行分の物件

補償についてすべてを対象としていたが、事務の簡素化をはかるため当該年度予定を

している物件のみを対象とした変更覚書を締結してよいものとする。 
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（４）土地区画整理事業にかかる公共施設管理者負担金における大型補償物件の取り扱い

について(平成 15 年 3 月 27 日付事務連絡 各建設事務所 東部丘陵工事事務所 事務所街

路事業担当課長補佐あて 都市整備課企画・街路グループ課長補佐通知) 

 

大型補償物件は、単年度で多額の支出を必要とするため、公共施設管理者負担金(以下

「公管金」という。)支出者側も予算措置に苦慮する場合もありました。そこで、1 つの

大型補償物件に対して、公管金を数年間に分割して支払う場合の様式等を定めました。 

この場合の当該物件の移転は、初年度中に完了予定のものであり、また負担金の根拠

となる物件移転費の全体額は、初年度の価格で固定させることになります。 

物件移転費を分割して支払う場合は、公管金の各年度ごとの協定書に添付する資料の

内、「公共施設管理者負担金調書」及び「建築物移転図」に別紙のとおり記載します。 

この取り扱いについては、市街地整備グループ及び建設部※内公管金支払い担当課と調

整済みですが、実施する際には土地区画整理事業の進捗にも配慮して、都市整備課及び

各担当課と相談のうえ行ってください。 

事務所内の各事業担当及び管内各市町村への周知もあわせてお願いします。 
※現在は建設局及び都市・交通局 
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（５）土地区画整理事業にかかる公共施設管理者負担金における大型補償物件の取り扱い」

の運用について(平成 15 年 3 月 27 日付事務連絡 各建設事務所 東部丘陵工事事務所 

事務所街路事業担当主査あて 都市整備課企画・街路グループ主査通知) 

 

このことについて、当面の間、下記のとおり取り扱うこととしますのでよろしくお願

いします。 

記 

１．「大型補償物件」は、概ね１億円以上の補償物件を対象 

２．「数年間」は、２～３年間 

 

建築物移転図

建築物移転補償費
物件Ａ ○○○○円の内△△△円

（Ｈ１４：□□□円執行済）

県道○×線（現道） 県道○×線（拡幅後）

区画道路
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※現在は令和 

※ 
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９－２ 県が管理する道路に係る事業費の負担（いわゆる「４分の１負担金」） 

 

９－２－１ ４分の１負担金に関する取扱要領について 

 

市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業のうち県が管理する道路 

（都市計画道路）に係る事業費の負担に関する取扱要領 

   

取 扱 方 針 

 

１ 趣 旨 

市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業は、同施行区域内の県が管理する道路（都

市計画道路）を包含して実施されており、その財源は、市町村単独分を除き、国庫補助、

市町村負担をもって充当されるが、このうち県道分の市町村負担相当額については、県

が事業を施行するとすれば負担することとなるものであるから、県は道路管理者として

市町村に対し、応分の負担を行い、市町村の財政負担を軽減することを目的とする。 

２ 負担対象路線 

市町村が国庫補助を受けて施行する土地区画整理補助事業区域内に存する県が管理す

る現道（都市計画道路）及びバイパス道路（都市計画道路）を負担対象とする。 

ただし、市町村へ引き渡しが予定されている道路は、原則として負担対象外とする。 

３ 負担対象事業費 

前項の負担対象路線に係る工事費（築造・舗装等）及び補償費とする。（用地費及び事

務費は負担対象外） 

４ 負担額 

負担対象事業費のうち国庫補助金を除いた額の２分の１を限度とする。 

ただし、国費の割合を変更した場合の負担額は、国費の割合を変更しない場合の国庫

補助金を除いた額の２分の１を限度とする。 

５ その他 

事務の手続きは、別に定める取扱要領による。 
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取 扱 要 領 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業（以下「補助事業」と

いう。）の実施に伴い、県が管理する道路（都市計画道路）に係る事業費の一部を県

が補助事業施行者である市町村（以下「施行者」という。）に対して負担する負担金

の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（負担対象の路線、事業費及び負担割合等） 

第２条  負担対象路線は、補助事業区域内に存する県が管理する現道（都市計画道路）及

びバイパス道路（都市計画道路）とする。 

    ただし、市町村へ引き渡しが予定されている道路は、原則として負担対象外とす

る。 

２ 負担対象事業費は、前項の負担対象路線に係る工事費（築造・舗装等）及び補償

費とする。（用地費及び事務費は負担対象外） 

３ 負担額は、前項の負担対象事業費のうち国庫補助金を除いた額の２分の１を限度

とする。 

ただし、国費の割合を変更した場合の負担額は、国費の割合を変更しない場合の

国庫補助金を除いた額の２分の１を限度とする。 

（協 議） 

第３条 施行者は、負担対象事業に関して事業計画を策定(負担金に関して事業計画の 

変更をする場合を含む。)しようとするときは、補助事業の実施計画書の事前相談の 

後、都市・交通局長あての協議書（様式第１）を管轄建設事務所長（以下「所長」

という。）に提出しなければならない。 

２ 所長は前項の協議書の提出があったときは、副申書（様式第２）を添え都市・交

通局長に送付するものとする。 

３ 都市・交通局長は、前項の協議書の送付があったときは、所長を経由して施行者

に回答（様式第３）するものとする。 

（箇所指定） 

第４条 都市・交通局長は、予算の範囲内で当該年度の負担対象事業の負担額を箇所決定

したときは、これを所長に通知するものとする。 

２ 所長は、前項の箇所決定があったときは、施行者に通知するものとする。 

（協定の締結） 

第５条 所長は、前条第１項の箇所決定に基づき、予算配分要求をし、配分があったとき

は、施行者と当該年度の負担金の額、負担の時期、精算方式等について協定（様式

第４）を締結するものとする。 

２  前項の協定書には、負担対象事業の実施設計書（様式第５）を添付しなければな

らない。 

３ 次年度へ繰越となる物件移転補償費については、当該年度の協定には含めず、実

施設計承認を受け、次年度の協定において対応するものとする。 

４ 協定締結の事務にあたっては、愛知県財務規則第３条第１項によるものとする。 
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（負担対象事業の変更） 

第６条 施行者は当該年度の負担対象事業の実施設計書を変更しようとするときは、所長

に協議し、変更協定（様式第６）を締結しなければならない。 

（負担対象事業の施越） 

第７条 施行者は、協定の締結以前に負担対象事業を実施する必要がある場合は、実施設

計承認申請書（様式第７）を所長に提出してその承認を受けることができる。なお、

この場合の負担対象事業の範囲は当該年度及び次年度までに限るものとする。 

２ 所長は前項の実施設計を承認したときは、実施設計承認書（様式第８）により施

行者に通知するものとする。 

（残存物件） 

第８条 施行者は、当該年度の負担対象事業が完了したときに、機械器具、仮設物、備品

及び材料（以下「残存物件」という。）が残存するときは、残存物件継続使用承認申

請書（様式第９）を所長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 所長は、前項の残存物件の継続使用を承認したときは、残存物件継続使用承認書

（様式第１０）を施行者に交付するものとする。 

３ 施行者は、前項の承認があったときは、次年度の補助事業に残存物件を使用する

ことができるものとする。 

４ 施行者は、補助事業の内負担対象事業が完了するときには、残存物件を負担対象

事業費の負担割合により精算するものとする。 

（発生物件） 

第９条 施行者は、当該年度の負担対象事業施行に伴い発生した物件について、負担対象

事業の負担割合により精算するものとする。 

（完了実績報告書） 

第１０条 施行者は、当該年度の負担対象事業が完了したときは、速やかに完了実績報告

書（様式第１１）を所長に提出しなければならない。 

２ 所長は前項の実績報告書のうち、負担金が 80,000 千円以上のものについては、都

市・交通局長に送付するものとする。 

（負担対象事業の検査） 

第１１条 都市・交通局長又は、所長は前条の完了実績報告書の提出があったときは、吏

員のうちから検査員を任命するものとし、検査員は検査に合格したときは、完了検

査調書（様式第１２）を都市・交通局長又は、所長へ提出するものとする。 

２ 都市・交通局長は、前項の完了検査調書を受理したときは、検査結果通知書（様

式第１３）により、所長を経由して施行者に検査結果を通知するものとする。 

３ 所長は、第１項の完了検査調書を受理したときは、検査結果通知書（様式第１３）

により施行者に検査結果を通知するものとする。 

（負担金の支払） 

第１２条 施行者は、前条第２項又は前条第３項の検査結果通知書を受理したときは、所

長に負担金を請求し、所長はこの負担金を支払うものとする。 

 （附 則） 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１６年１月６日から施行する。 
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 この要領は、平成１７年１月１７日から施行する。 

この要領は、平成２２年１２月３日から施行する。 

この要領は、平成３１年２月８日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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第     号  

年  月  日  

 

愛 知 県 都 市 ・交 通 局 長 殿 
       

○○都市計画事業           

○○土地区画整理事業         

施行者 ○○市            

        代表者 ○○市長 ○○ ○○    

 

 

県が管理する道路に係る事業費の負担に関する（変更）協議書 

 

都市計画道路○○○○線に係るこのことについて、下記のとおり協議します。 

 

記 

１ 都市計画道路○○○○線（県道○○○○線） 

(1) 負 担 予 定 額  金            円 

 (2) 負担対象事業費 

  ①物件移転補償費  金            円 

   建物      戸 

  ②本 工 事 費  金            円 

   延長      メートル 

注）補償及び本工事については、縮尺 1/1,000～1/500 の平面図に位置を明示すること。 

 

２ 添付図書 

 (1) 第６章に記載する「土地区画整理事業計画の様式」のうち 

   ①減歩率計算表 

   ②保留地の予定地積 

   ③資金計画書（収入、年度別歳入歳出資金計画表） 

   ④負担対象事業費（物件移転補償費等明細書、本工事内訳表）＊別添参照 

(2) 土地区画整理事業の位置図及び設計図（縮尺は 1/1,000～1/2,500） 

（様式第１） 

-275-



 

 

第     号  

年  月  日  

 

都 市 ・交 通 局 長 殿 
 

○○建設事務所長     

 

 

県が管理する道路に係る事業費の負担に関する（変更）協議について（副申） 

 

下記路線に係るこのことについて、○○土地区画整理事業施行者○○市より別添のとお

り（変更）協議書の提出がありました。 

内容を審査したところ適当と認められます。 

 

記 

 

１ 路   線   名 

  ○○都市計画道路○○○○線（県道○○○○線） 

（様式第２） 
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（○○建設事務所経由） 

第     号  

年  月  日  

 

○○都市計画事業 

○○土地区画整理事業 

施行者 ○○市 

  代表者 ○○市長 ○○ ○○ 殿 

 

 愛知県都市・交通局長      
                               

 

県が管理する道路に係る事業費の負担に関する（変更）協議について（回答） 

 

○年○月○日付け○○第○号で（変更）協議のありましたこのことについては、（下記条

件を附して）協議に応じます。 

 

記 

（様式第３） 
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協  定  書 
 

都市計画道路○○○○線（県道○○○○線）道路管理者愛知県（以下「甲」という。）と

○○都市計画事業○○土地区画整理事業施行者○○市（以下「乙」という。）は甲が管理す

る○○○○線築造工事（以下「負担対象事業」という。）を乙が○○年度において、土地区

画整理事業として施行することについて、次のとおり協定する。 

 

第１条 負担対象事業費は、負担対象事業にかかる経費から用地費及び事務費を除いたも

のとし、その負担額は負担対象事業費のうち国庫補助金を除いた額の 1/2 とする。 

２ 土地区画整理事業の費用負担は次のとおりとする。 

区 分  

 

金 額 

 

財 源 内 訳 

国庫補助金 
地方負担 

県 市 その他 

総事業費 Ａ     

控 除 額 Ｂ     

国 庫 補 助 

対象事業費 
Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｆ＝Ｇ＋Ｈ （Ｄ－Ｇ）×1/2 

（Ｄ－Ｇ）×1/2

＋（Ｅ－Ｈ） 

 

 

内

訳 

負担対象 

事 業 費 
Ｄ Ｇ＝Ｄ×補助率 （Ｄ－Ｇ）×1/2 （Ｄ－Ｇ）×1/2 

 

 

その他の 

事 業 費 
Ｅ Ｈ＝Ｅ×補助率 

 
Ｅ－Ｈ 

 

３ 甲は○○年度において負担金として金○○○○円を負担するものとする。 

第２条 乙が○○年度において施行する土地区画整理事業のうち、負担対象事業の実施設

計書は別添のとおりとする。 

２ 乙は、前項の実施設計を変更しようとする場合には甲に協議するものとする。 

第３条 甲は、負担金を支出する時期は、負担対象事業が完了したときとする。 

第４条 乙は、負担対象事業が完了した場合においては、実績報告書を作成し、すみやか

に甲に提出するものとする。  

第５条 甲は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、完了検査を行い精算

するものとする。 

第６条 乙は、負担対象事業が完了した場合において、機械器具、仮設物、備品及び材料

が残存するときは、甲の承認を受けたうえで翌年度の負担対象事業に継続して使用

することができる。 

２ 翌年度の負担対象事業に継続して使用することができないときは、甲はこれを精

算するものとする。 

（様式第４） 
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第７条 負担対象事業施行に伴い発生物件が生じたときは、甲はこれを精算するものとす

る。 

第８条 甲は、負担対象事業の施行に関し、乙に対して必要な報告もしくは資料の提出を

求め、または進捗状況について実施調査することができる。 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度

甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 この協定の証として、本書２通を作成し、甲、乙各１通を所有する。 

 

 

   年  月  日 

 

甲  住 所                       

愛知県                       

代表者 愛知県○○建設事務所長 ○○ ○○     

 

乙  住 所                       

○○都市計画事業○○土地区画整理事業        

施行者 ○○市                   

  代表者 ○○市長 ○○ ○○            
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実 施 設 計 書 
 

工  事  名 

 

路線等の名称  都市計画道路○○線（県道○○線） 

 

工 事 場 所 

 

        金          円、負担金          円 

 

工 事 概 要   延 長          幅 員 

        工 期     日間 

 

事 業 費 総 括 表 

費 目 金 額 摘 要 

事 業 費   

工 事 費  別添内訳のとおり 

本工事費   

付帯工事費   

測量及び試験費   

補償費   

機械器具類   

営繕費   

工事雑費   

   

   

 

（様式第５） 
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変  更  協  定  書 

 

愛知県（以下「甲」という。）と○○市（以下「乙」という。）は、○年○月○日付けで

締結した甲が管理する都市計画道路○○○○線の道路築造工事（以下「負担対象事業」と

いう。）に係る費用負担協定書（以下「原協定書」という。）の一部について、次のとおり

変更協定する。 

 

１ 原協定書第１条第２項の表を次の変更費用負担内訳表とする。 

 変更費用負担内訳表                       上段 当初 

                                 下段 変更 

区 分 

 

金 額 

 

財 源 内 訳 

国庫補助金 
地方負担 

県 市 その他 

総事業費      

控 除 額      

国 庫 補 助 
対象事業費 

    
 

 

内

訳 

負担対象 
事 業 費 

    
 

 

その他の 
事 業 費 

  
 

 
 

 

２ 原協定書第１条第３項の「金     円」を「金     円」とする。 

３ 原協定書第２条第１項の「実施設計書」は、別添「変更実施設計書」とする。 

４ この変更協定書に記載のない事項については、原協定書のとおりとする。 
 
 この協定の証として、本書２通を作成し、甲、乙各１通を所有する。 
 
   年  月  日 

 
甲  住 所                       

愛知県                       
代表者 愛知県○○建設事務所長 ○○ ○○     

 
乙  住 所                       

○○都市計画事業○○土地区画整理事業        
施行者 ○○市                   

  代表者 ○○市長 ○○ ○○            

（様式第６） 
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第     号  

年  月  日  

 

愛知県○○建設事務所長 殿 

 

○○都市計画事業           

○○土地区画整理事業         

施行者 ○○市            

        代表者 ○○市長 ○○ ○○    

 

 

実 施 設 計 承 認 申 請 書 

 

県が管理する道路に係る事業費の負担に関するこのことについて、下記により承認を受

けたいので別添の関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請額が○年度及び○年度の予算の範囲内で締結する協定額を超える場合は、

単独費で支弁します。 

 

記 

 

１ 路   線   名  都市計画道路○○○○線 

２ 工   事   名   

３ 実 施 設 計 額  金        円 

  負 担 予 定 額  金        円 

４ 工事実施予定期間    年  月 ～   年  月 

５ 工 事 内 容  本工事延長      ｍ 

            物件移転補償     戸 

６ 添 付 書 類  負担対象工事費内訳図書 

（様式第７） 
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第     号  

年  月  日  

 

○○都市計画事業 

○○土地区画整理事業 

施行者 ○○市 

  代表者 ○○市長 ○○ ○○ 殿 

 

愛知県○○建設事務所長     

 

 

実 施 設 計 承 認 書 

 

○年○月○日付け○○第○号で申請のありましたこのことについて承認します。 

（様式第８） 
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第     号  

年  月  日  

 

愛知県○○建設事務所長 殿 

 

○○都市計画事業           

○○土地区画整理事業         

施行者 ○○市            

        代表者 ○○市長 ○○ ○○    

 

 

残存物件継続使用承認申請書 

 

○年○月○日付けで締結した○年度の市町村施行の土地区画整理国庫補助事業に係る事

業費の負担に関する協定により取得した下記残存物件を○年度の同一土地区画整理国庫補

助事業のうち負担対象事業に継続使用したいので承認してください。 

 

記 

取得事

業年度 
品 名 数 量 

取 得

価 格 

取 得 

年月日 

使 用

期 間 

耐 用

年 数 
残存率 

残 存

価 格 
摘 要 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

（様式第９） 
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第     号  

年  月  日  

 

○○都市計画事業 

○○土地区画整理事業 

施行者 ○○市 

  代表者 ○○市長 ○○ ○○ 殿 

 

愛知県○○建設事務所長     

 

 

残存物件継続使用承認書 

 

○年○月○日付け○○第○号で申請のありましたこのことについては、承認します。 

（様式第１０） 
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第     号  

年  月  日  

 

愛知県○○建設事務所長 殿 

 

○○都市計画事業           

○○土地区画整理事業         

施行者 ○○市            

        代表者 ○○市長 ○○ ○○    

 

 

完 了 実 績 報 告 書 

 

○年○月○日付けで協定を締結しました下記路線に係るこのことについては、○年  

○月○日完了しました。 

 

記 

 

１ 工  事  名 

２ 路  線  名 

３ 工 事 場 所 

４ 実 施 事 業 費         金              円 

５ 負担対象事業費         金              円 

６ 実施事業費に対する精算額    金              円 

７ 負担対象事業費に対する精算額  金              円 

８ 負 担 精 算 額         金              円 

（様式第１１） 

-286-



 

 

 

 

完 了 検 査 調 書 
 

  愛 知 県 知 事 殿 

 

年  月  日   

 

検査員  

 

 

  検査の結果については、下記のとおりです。 

 

記 

工 事 名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

金 額  金          円 

工 期 
着 手      年  月  日 

完 了      年  月  日 

完了 年月日      年  月  日 

契 約 者  

検査 年月日      年  月  日 

検 査 結 果  

摘 要  

 

（様式第１２） 
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第     号  

年  月  日  

 

○○都市計画事業 

○○土地区画整理事業 

施行者 ○○市 

  代表者 ○○市長 ○○ ○○ 殿 

 

愛知県○○建設事務所長     

 

 

検 査 結 果 通 知 書 

 

下記工事は、○年○月○日の検査に合格しました。 

 

記 

 

工  事  名  

路線等の名称  

工 事 場 所  

協 定 金 額  金              円 

工     期 
 着手       年  月  日 

 完了       年  月  日 

協定締結年月日           年  月  日 

事業完了年月日           年  月  日 

（様式第１３） 
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９－２－２ ４分の１負担金に関する取扱要領の運用ついて 

 

市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業のうち県が管理する道路 

（都市計画道路）に係る事業費の負担に関する取扱要領の運用について（通知） 

 

１ 趣 旨 

４分の１負担金の対象となる県管理道路（都市計画道路）の整備は、社会資本整備総合

交付金交付要綱における「道路事業」で行われるのが一般的であるが、「市街地整備事業（都

市再生区画整理事業）」により行われることも考えられる。 

 本負担金については、整備にかかる事業種別は限定しておらず、「道路事業」以外の事業

で整備される場合においても負担対象となるものであり、本通知はその考え方を改めて周

知するものである。 
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事  務  連  絡 

令和元年１２月２７日 

 

 建設局各建設事務所 

担当課長 殿 

 

                        都市整備局都市基盤部都市整備課  

                            企画・街路グループ班長 

                            市街地整備グループ班長 

 

   市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業のうち県が管理する道路 

（都市計画道路）に係る事業費の負担に関する取扱要領の運用について（通知） 

 

 本県は、市町村が施行する土地区画整理事業において整備される県管理道路（都市計画

道路）に対し、「市町村が施行する土地区画整理国庫補助事業のうち県が管理する道路（都

市計画道路）に係る事業費の負担に関する取扱要領」（以下、「取扱要領」）に従い、道路管

理者として応分の負担（いわゆる「４分の１負担金」）をしてきているところです。 

 ４分の１負担金の対象となる県管理道路（都市計画道路）の整備は、社会資本整備総合

交付金交付要綱における「道路事業」で行われるのが一般的ですが、「市街地整備事業（都

市再生区画整理事業）」により行われることも考えられます。 

 本負担金については、整備にかかる事業種別は限定しておらず、「道路事業」以外の事業

で整備される場合においても負担対象となるものであり、本通知はその考え方を改めて周

知するものです。 

 事業種別によらず事務手続きの進め方や様式は従来のとおりですが、様式第１及び様式

第４の作成、確認にあたっては、別添資料を参考に適切に事務を行ってください。 

 なお、貴管内市町村に周知をお願いします。 

 

 

担 当  企画・街路グループ 

電 話  ０５２－９５４－６５２１ 

内 線  ２６６３、２６６４ 

ＦＡＸ  ０５２－９７２－６４１５ 

メール  toshiseibi@pref.aichi.lg.jp 

担 当  市街地整備グループ 

電 話  ０５２－９５４－６５２３ 

内 線  ２６６８ 

ＦＡＸ  ０５２－９７２－６４１５ 

メール  toshiseibi@pref.aichi.lg.jp 
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国 県庁 建設事務所 市町村

表 １／４負担金にかかる事務の流れ（協議書関係）

事業計画に関する

事前協議の回答

事業計画・実施計画の決定（変更）について
県管理道路（都市計画道路）にかかる内容があるとき

＝１／４負担金の決定（変更）があるとき

（経由）
回答

（様式第３）

事業計画の決定（変更）にかかる調整、事前協議

実施計画の決定（変更）にかかる調整、事前協議

（変更）協議書作成

（様式第１）

提出副申

（様式第２）

確認

∵取扱要領

第３条第１項∵取扱要領

第３条第２項

∵取扱要領

第３条第３項

回答

（経由）

（緑本第６章参照）

（緑本第８章参照）

事業計画の決定（変更）の手続き

実施計画（決定、変更）の提出

確認

事業計画、実施計画

に関する書類作成

予算要望

事業実施

※県費負担額の算出根拠

（添付資料）について

注意が必要

※
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国 県庁 建設事務所 市町村

表 １／４負担金にかかる事務の流れ（協定書関係）

協定書に変更が
生じた場合

交付決定通知 箇所指定、通知 通知

協定前に負担対象事業を実施する
必要がある場合

実施設計承認申請書作成

（様式第７）

提出

∵取扱要領

第７条第１項

審査

実施設計

承認書作成

（様式第８）

∵取扱要領

第７条第２項

配分要求

事業着手

∵取扱要領

第４条第２項

∵取扱要領

第４条第１項

∵取扱要領

第５条第１項

確認

配分
∵取扱要領

第５条第１項

連絡 協定書作成

（様式第４、第５）

提出協定締結
∵取扱要領

第５条第１項、第２項

変更協定書作成

（様式第６）

提出協定締結
∵取扱要領

第６条
施工、完了

残存物件がある場合
残存物件継続使用

承認申請書作成

（様式第９）

申請審査

残存物件継続使用

承認書作成

（様式第１０）

∵取扱要領

第８条第２項

∵取扱要領

第８条第１項

継続使用

※様式第４（及び様式第６）について、

道路事業以外の事業にて県管理道路

（都市計画道路）を整備する場合、

県費負担（限度額）について注意が必要

※

※
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第     号  

年  月  日  

 

愛 知 県 都 市 整 備 局 長※ 殿 
   ※現在は都市・交通局長 

○○都市計画事業           

○○土地区画整理事業         

施行者 ○○市            

        代表者 ○○市長 ○○ ○○    

 

 

県が管理する道路に係る事業費の負担に関する（変更）協議書 

 

都市計画道路○○○○線に係るこのことについて、下記のとおり協議します。 

 

記 

１ 都市計画道路○○○○線（県道○○○○線） 

(1) 負 担 予 定 額  金            円 

 (2) 負担対象事業費 

  ①物件移転補償費  金            円 

   建物      戸 

  ②本 工 事 費  金            円 

   延長      メートル 

注）補償及び本工事については、縮尺 1/1,000～1/500 の平面図に位置を明示すること。 

 

２ 添付図書 

 (1) 第６章に記載する「土地区画整理事業計画の様式」のうち 

   ①減歩率計算表 

   ②保留地の予定地積 

   ③資金計画書（収入、年度別歳入歳出資金計画表） 

   ④負担対象事業費（物件移転補償費等明細書、本工事内訳表）＊別添参照 

(2) 土地区画整理事業の位置図及び設計図（縮尺は 1/1,000～1/2,500） 

 

（様式第１） 

別紙の参考資料（例）を

参照してください。 
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協  定  書 
 

（略） 

第１条 負担対象事業費は、負担対象事業にかかる経費から用地費及び事務費を除いたも

のとし、その負担額は負担対象事業費のうち国庫補助金を除いた額の 1/2 を限度とす

る。 

２ 土地区画整理事業の費用負担は次のとおりとする。 
※道路事業で県管理道路（都市計画道路）を整備する場合、 
下記の計算式により県費などを算出 

区 分  

 

金 額 

 

財 源 内 訳 

国庫補助金 
地方負担 

県 市 その他 

総事業費 Ａ     

控 除 額 Ｂ     

国 庫 補 助 

対象事業費 
Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｆ＝Ｇ＋Ｈ （Ｄ－Ｇ）×1/2 

（Ｄ－Ｇ）×1/2

＋（Ｅ－Ｈ） 

 

 

内

訳 

負担対象 

事 業 費 
Ｄ Ｇ＝Ｄ×補助率 （Ｄ－Ｇ）×1/2 （Ｄ－Ｇ）×1/2 

 

 

その他の 

事 業 費 
Ｅ Ｈ＝Ｅ×補助率 

 
Ｅ－Ｈ 

 

 
※道路事業以外の事業で県管理道路（都市計画道路）を整備する場合、 

下記により県費などを算出 

区 分 

 

金 額 

 

財 源 内 訳 

国庫補助金 
地方負担 

県 市 その他 

総事業費 Ａ     

控 除 額 Ｂ     

国 庫 補 助 
対象事業費 

Ｃ＝Ａ－Ｂ （※１） （※２） （※３） 
 

 

内

訳 

負担対象 
事 業 費 

Ｄ （※１） （※２） （※３） 
 

 

その他の 
事 業 費 

Ｅ （※１） 
 

（※３） 
 

         （※１）実際に交付される金額を記入 

         （※２）右記の要領により算出される限度額以内の金額を記入 

         （※３）「全体金額」（Ｃ又はＤ）から「国庫補助金」、「県」を差し引いた額を記入 

（様式第４） 
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（前頁※２） 

 

道路事業以外の事業にて県管理道路（都市計画道路）を 

     整備する際の各年度における県費負担の限度額について 

 

      下記の要領（①から③）に従い、県負担額（限度額）を 
      算出してください。 
 
      ①協議書に基づき、交付対象事業費に対して、道路事業の 
       国費率（0.5又は0.55）を適用して算出した裏負担の 
       １／２に相当する額を確認 
      ②実際の裏負担の１／２に相当する額を確認 
      ③上記①、②のうち、金額が小さい方を限度額として、 
       県負担額を決定 

 

 

       県費負担（限度額）の算出事例 

 

      〔前提〕 
        ○都市再生区画整理事業（国費率：１／３）にて整備 
       ○事業費：3,000千円 
       ○道路事業の場合、国費率：0.5 
 
   
       【ケース１：国費1,000千円（過充当・過小充当なし）の場合】 
 
        上記①の額3,000千円＊0.5＊1/2＝750千円 
        上記②の額（3,000千円-1,000千円）/2＝1,000千円 
        ①＜②につき、上記①の額750千円を県費負担の限度額とする。 
 
       【ケース２：国費1,200千円（200千円過充当）の場合】 
 
        上記①の額3,000千円＊0.5＊1/2＝750千円 
        上記②の額（3,000千円-1,200千円）/2＝900千円 
        ①＜②につき、上記①の額750千円を県費負担の限度額とする。 
 
       【ケース３：国費2,000千円（1,000千円過充当）の場合】 
 
        上記①の額3,000千円＊0.5＊1/2＝750千円 
        上記②の額（3,000千円-2,000千円）/2＝500千円 
        ①＞②につき、上記②の額500千円を県費負担の限度額とする。 
 
       【ケース４：国費500千円（500千円過小充当）の場合】 
 
        上記①の額3,000千円＊0.5＊1/2＝750千円 
        上記②の額（3,000千円-500千円）/2＝1,250千円 
        ①＜②につき、上記①の額750千円を県費負担の限度額とする。 
 

       ご不明な点があれば、県都市整備課までお問い合わせください。 
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第 10 章 そ の 他 

 

１０－１ 土地区画整理事業における調整池設置指導基準について 

（平成 24年３月 12日付け 23都整第 312 号 各建設事務所長宛て 建設部長通知） 

 このことについては、平成１７年１２月２７日付け１７都整第１０７号で通知し現在実施されて

いるところですが、今回別添のとおり基準を改訂しましたのでご承知ください。 

 適用は、平成２４年４月１日からとし、上記通知は同日付けで廃止します。 

 なお、貴職から貴管内市町村へ通知してください。 

 

「土地区画整理事業における調整池設置指導基準」 

（目的） 

第１条 この指導基準は、市街化区域で土地区画整理法第３条第１項、第２項、第３項、第４項及

び第３条の２による土地区画整理事業の施行にあたり、適正な雨水排水を図るため、調整池

を設置し、治水の万全を期すことを目的とする。 

（定義） 

第２条 本基準に用いる用語の定義は、以下のとおりとする。 

１．「調整池」とは、洪水を一時調整し、下流河川等の負担を軽減させるため設置する貯留施設

をいう。 

２．「施行地区」とは、土地区画整理事業を行う地区のことをいい、その面積を「施行面積」と

いう。 

３．「開発区域」とは、調整池の容量等を算定する根拠となる区域のことをいい、その面積を「開

発面積」という。また、「開発面積」は、特定都市河川浸水被害対策法第９条に規定する雨

水浸透阻害行為面積と同様とする。             ※法改正により現在は第30条 

４．「新市街化区域」とは、河川整備計画または河川全体計画策定の際は市街化調整区域であっ

たが、その後都市計画の見直しにより市街化区域に編入された地区、または編入しようとす

る地区のことをいう。（市街化調整区域内において地区計画を定めて土地区画整理事業を行

う地区も含む。） 

５．「厳密計算法」とは、降雨強度式から中央集中形の降雨波形を求め、合理式を用いて流出ハ

イドログラフを作成し、このハイドログラフが調整池に流入した場合の調整効果を求め、必

要調整容量を算出するものをいう。なお、流出係数は、平成１６年国土交通省告示第５２１

号を適用する。 

（容量） 

第３条 調整容量は、次の基準によるもの以上とする。 

ただし、Ｖ：調整池の必要調整容量（m3） 

Ａ：開発面積（ha） 

１．新川および境川・猿渡川特定都市河川流域を除く流域（一般流域） 

（１）市街化区域 

（ア）下流法河川（法河川流入地点から下流５km）の現況流下能力が、５年確率降雨以上の場
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合は、新たに調整池は設けないことができる。ただし、施行地区内に現存するため池等

については極力その治水機能の維持に努めるものとする。 

（イ）下流法河川（法河川流入地点から下流５km）の現況流下能力が、５年確率降雨未満の場

合は、1/5 降雨に対する開発後の流出量を、開発前の流出量まで調整できる容量を確保

する。 

（ウ）調整池容量の計算手法は厳密計算法とする。 

（２）新市街化区域 

（ア）１/30 降雨に対する開発後の流出量を、開発前の流出量まで調整でき、かつ 1/3 降雨に

対する開発後の流出量を、調整池下流の現状における流下能力相当まで調整できる容

量を確保する。 

なお、内水区域で河川計画上許容湛水（主に水田等の許容湛水等）を見込んでいる場合

があるので、河川管理者に確認の上、容量の算定にあたって調整すること。 

（イ）調整池容量の計算手法は厳密計算法とする。 

２．新川および境川・猿渡川特定都市河川流域 

（１）市街化区域 

（ア）特定都市河川浸水被害対策法に基づく技術的基準により容量を確保する。 

（イ）雨水浸透阻害行為面積が、Ａ≧0.10ha の開発については、1/10 降雨に対する開発後の

流出量を、開発前の流出量まで調整できる容量を確保する。 

（ウ）雨水浸透阻害行為面積が、Ａ＜0.10ha の開発については、特定都市河川浸水被害対策

法に基づく許可を要する雨水浸透阻害行為の規模等を定める条例（愛知県条例第８４

号）に基づく技術的基準により容量を確保する。 

（エ）調整池容量の計算手法は厳密計算法とする。 

（２）新市街化区域 

（ア）上記項目（１）の（ア）～（ウ）を満たし、かつ１/30 降雨に対する開発後の流出量を、

開発前の流出量まで調整でき、1/3降雨に対する開発後の流出量を調整池下流の現状に

おける流下能力相当まで調整できる容量を確保する。 

なお、内水区域で河川計画上許容湛水（主に水田等の許容湛水等）を見込んでいる場合

があるので、河川管理者に確認の上、容量の算定にあたって調整すること。 

（イ）調整池容量の計算手法は厳密計算法とする。 

（構造） 

第４条 調整池の構造は原則として次によるものとする。 

１．調整池は掘込方式とする。 

２．調整池の流出入は自然流下方式またはポンプ排水方式とする。 

３．施行地区外からの流入は極力減らした構造とする。 

（設置位置） 

第５条 調整池は、原則として施行地区内でかつ調整効果の十分期待できる場所とし、調整池を経

由しない流出（直接流出）は避けること。 

やむを得ず施行地区外に設ける場合は、調整効果を十分発揮できる構造とする。 

（設置期間） 

第６条 市街化区域内に設置された調整池については、新川および境川・猿渡川特定都市河川流域
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内に設置された調整池を除き、下流法河川が５年確率降雨に対応する能力を確保するまでの

間、暫定的に調整池を設置するものとする。 

新川および境川・猿渡川特定都市河川流域内に設置された調整池及び新市街化区域内に

設置された調整池については、恒久とする。 

なお、調整池の撤去及び改築等を行う場合は、法河川、水路管理者と協議すること。 

（管理者） 

第７条 調整池の維持管理にあたっては、管理者を定め事故防止に留意するとともに、調整池の機

能保全に努めるものとする。 

（その他） 

第８条 砂防指定地等、他の法令、要綱等により基準がある場合は、それらの基準と本基準の双方

を満たすよう計画すること。 

第９条 浸透機能を有する施設を設置する場合は、その機能を見込むことができる。 

なお、浸透機能は、別に定める設計基準に基づき設計を行い、河川管理者と協議すること。 

第 10 条 調整池から直接法河川へ放流する場合は、容量及び許容放流量の算定手法について河川

管理者と調整すること。 

（附則） 

この指導基準は、平成 24 年 3 月 31 日までに当初認可されているものを除くすべての土地区画

整理事業に適用する。 
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「土地区画整理事業における調整池設置に関する運用方針」 

調整池設置に対する認識 

土地区画整理事業は、県下の都市問題の主要な課題の一つである健全な市街地の造成を実現

する手法として、近年その重要性が再認されているが、その一方で、治水対策、生活環境の保全

を目的とする河川整備が進められているものの、到底これらの開発に追従しえなく、降雨による

浸水被害等の災害を与える例が増大している。 

よって、これらの災害等に対処するための方策として、開発者において調整池を設置し、治水、

遊水機能の維持に努め、健全な生活環境の保全を図ろうとするものである。 

１．開発面積（Ａ） 

開発面積は、特定都市河川浸水被害対策法第３０条に規定する雨水浸透阻害行為面積と同

様とし、宅地等以外の土地において、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある次に掲げる行為

の面積をいう。 

（１）宅地等にするために行う土地の形質の変更 

（２）土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、（１）に該当す

るものを除く。なお、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事等においては、地表面

を全面的にコンクリート等で覆うものが対象となる。） 

（３）（１）及び（２）のほか、土地からの流出雨水量（地下に浸透しないで他の土地へ流出す

る雨水の量をいう。以下同じ。）を増加させるおそれのある次の行為 

①ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴

うものに限る。）を新設し、又は増設する行為 

②ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為（既に締め固

められている土地で行われる行為を除く。） 

２．構造及び位置 

（１）調整池は掘込式を原則とし、周辺の権利者に被害を及ぼすことのないように位置及び構造

を定めること。 

（２）調整池の吐出口の断面は、下流法河川、水路等の管理者と十分協議して決定すること。 

（３）調整池として施行地区外又は水利権等のある池を活用する場合は、市町村長並びに関係者

の同意を得ること。 

（４）施行地区外からの調整池への流入および施行地区からの直接放流は避けた構造とするこ

と。やむを得ずこれらを行う場合は、地区外流入による調整池の容量不足や直接放流によ

り放流量が過大とならないように配慮すること。 

（５）ポンプ排水とする場合には、ポンプの操作規則を添付すること。 

３．新市街化区域について 

新市街化区域とは、河川整備計画または河川全体計画策定の際は市街化調整区域であった

が、その後都市計画の見直しにより市街化区域に編入された地区、または編入しようとする地

区のことをいう。 

（市街化調整区域内において地区計画を定めて土地区画整理事業を行う地区も含む。） 

他計画（下水道計画、都市マスタープラン等）により市街化区域と計画された地区でも河川

整備計画または河川全体計画において市街化調整区域と計画されていれば新市街化区域扱い

とする。 
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市街化区域への編入については、「都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域の区域

区分と治水事業との調整措置等に関する方針について」（Ｓ45都市局長、河川局長通達）に基

づき、溢水、湛水等の災害防止のための具体的な措置が必要となる。 

４．調整池の容量計算と現況流出量の計算手法 

 （１）洪水流量の計算   合理式 

 （２）容量計算      厳密計算法 

 （３）洪水到達時間    １０分（特定都市河川浸水被害対策法による） 

 （４）降雨強度式     「愛知県の確率降雨」を用いた基準降雨（参考資料２参照） 

 （５）流出係数      平成 16 年国土交通省告示第 521 号（参考資料３参照） 

５．その他 

（１）自然放流オリフィスを設計する際には、調整池のＨ．Ｗ．Ｌと放流先の洪水時水位との高

低差を水頭差として計算し、施設設計を行うこと。調整池のＨ．Ｗ．Ｌと樋管のＨ．Ｗ．

Ｌとの差を水頭差としてはならない。 

（２）調整池から直接法河川に放流する場合、特に調整池からの放流のみの樋管を新規に設置す

る場合、その放流量は、調整池設置指導基準と河川占用基準で算出した放流量の小さい方

でなければならない。 

（３）開発区域に新市街化区域と市街化区域が混在する場合は、調整池を各区域毎に設計するこ

ととする。これによりがたい場合は、全域新市街化区域扱いとして設計するが、新市街化

区域面積が土地区画整理施行面積に対して小規模の場合、過度な調整池容量となるので、

雨水排水計画立案においては十分に考慮すること。 

（４）流出抑制対策としての浸透施設を設計する場合は、「雨水浸透阻害行為許可等のための雨

水貯留浸透施設設計・施工技術指針（新川・境川[逢妻川]・猿渡川流域編）」及び「道路

路面雨水処理マニュアル（案）」に基づき計画設計を行うこととする。 

なお、設置後の清掃、目詰まり除去などの適切な維持管理が実施できることなどを義務づ

けること。 

 

参考資料 

参考資料１   流出抑制対策の規模の算定の技術的基準 

参考資料２   基準降雨（「愛知県の確率降雨」より抜粋） 

参考資料３   流出係数（平成 16年国土交通省告示第 521 号） 

参考資料４   土地利用区分（雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工

技術指針（新川・境川[逢妻川]・猿渡川流域編）より抜粋） 

参考資料５   開発に伴う調整池設置基準 
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参考資料２　基準降雨（「愛知の確率降雨」より抜粋）

基準降雨（１）

降雨波形：中央集中型 137.6 mm

地 区 名： 名古屋 44.3 mm/hr

生起確率：3年に1回 98.2 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 1.7 0-10 3.0 0-10 52.9 0-10 2.9

10-20 1.8 10-20 3.0 10-20 30.0 10-20 2.8

20-30 1.8 20-30 3.1 20-30 21.5 20-30 2.8

30-40 1.8 30-40 3.2 30-40 17.0 30-40 2.7

40-50 1.8 40-50 3.3 40-50 14.1 40-50 2.7

50-60 1.8 50-60 3.3 50-60 12.2 50-60 2.6

0-10 1.9 0-10 3.4 0-10 10.7 0-10 2.6

10-20 1.9 10-20 3.5 10-20 9.6 10-20 2.5

20-30 1.9 20-30 3.6 20-30 8.8 20-30 2.5

30-40 1.9 30-40 3.7 30-40 8.1 30-40 2.4

40-50 2.0 40-50 3.8 40-50 7.5 40-50 2.4

50-60 2.0 50-60 4.0 50-60 7.0 50-60 2.4

0-10 2.0 0-10 4.1 0-10 6.5 0-10 2.3

10-20 2.0 10-20 4.2 10-20 6.2 10-20 2.3

20-30 2.1 20-30 4.4 20-30 5.8 20-30 2.3

30-40 2.1 30-40 4.6 30-40 5.5 30-40 2.2

40-50 2.1 40-50 4.7 40-50 5.3 40-50 2.2

50-60 2.1 50-60 4.9 50-60 5.0 50-60 2.2

0-10 2.2 0-10 5.2 0-10 4.8 0-10 2.1

10-20 2.2 10-20 5.4 10-20 4.6 10-20 2.1

20-30 2.2 20-30 5.7 20-30 4.5 20-30 2.1

30-40 2.3 30-40 6.0 30-40 4.3 30-40 2.0

40-50 2.3 40-50 6.3 40-50 4.2 40-50 2.0

50-60 2.3 50-60 6.7 50-60 4.0 50-60 2.0

0-10 2.4 0-10 7.2 0-10 3.9 0-10 2.0

10-20 2.4 10-20 7.7 10-20 3.8 10-20 1.9

20-30 2.5 20-30 8.4 20-30 3.7 20-30 1.9

30-40 2.5 30-40 9.2 30-40 3.6 30-40 1.9

40-50 2.5 40-50 10.2 40-50 3.5 40-50 1.9

50-60 2.6 50-60 11.4 50-60 3.4 50-60 1.9

0-10 2.6 0-10 13.1 0-10 3.3 0-10 1.8

10-20 2.7 10-20 15.4 10-20 3.2 10-20 1.8

20-30 2.7 20-30 18.9 20-30 3.1 20-30 1.8

30-40 2.8 30-40 25.0 30-40 3.1 30-40 1.8

40-50 2.9 40-50 37.9 40-50 3.0 40-50 1.8

50-60 2.9 50-60 98.2 50-60 2.9 50-60 1.7

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,112.7

3

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

,n=0.72a=6.079

時 分

12

137

8

9

10

11

時 分

0

1

2

17

時

21

22

23

4

5

時 分

6

分

18

19

20

15

16

14

基準降雨（２）

降雨波形：中央集中型 164.2 mm

地 区 名： 名古屋 52.4 mm/hr

生起確率：5年に1回 108.2 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.0 0-10 3.5 0-10 63.9 0-10 3.4

10-20 2.0 10-20 3.6 10-20 37.4 10-20 3.3

20-30 2.0 20-30 3.6 20-30 27.0 20-30 3.2

30-40 2.1 30-40 3.7 30-40 21.3 30-40 3.2

40-50 2.1 40-50 3.8 40-50 17.7 40-50 3.1

50-60 2.1 50-60 3.9 50-60 15.2 50-60 3.0

0-10 2.1 0-10 4.0 0-10 13.3 0-10 3.0

10-20 2.2 10-20 4.2 10-20 11.9 10-20 2.9

20-30 2.2 20-30 4.3 20-30 10.8 20-30 2.9

30-40 2.2 30-40 4.4 30-40 9.9 30-40 2.8

40-50 2.2 40-50 4.5 40-50 9.1 40-50 2.8

50-60 2.3 50-60 4.7 50-60 8.5 50-60 2.7

0-10 2.3 0-10 4.9 0-10 7.9 0-10 2.7

10-20 2.3 10-20 5.0 10-20 7.4 10-20 2.6

20-30 2.4 20-30 5.2 20-30 7.0 20-30 2.6

30-40 2.4 30-40 5.4 30-40 6.7 30-40 2.6

40-50 2.4 40-50 5.7 40-50 6.3 40-50 2.5

50-60 2.5 50-60 5.9 50-60 6.0 50-60 2.5

0-10 2.5 0-10 6.2 0-10 5.8 0-10 2.4

10-20 2.5 10-20 6.5 10-20 5.5 10-20 2.4

20-30 2.6 20-30 6.8 20-30 5.3 20-30 2.4

30-40 2.6 30-40 7.2 30-40 5.1 30-40 2.3

40-50 2.7 40-50 7.7 40-50 4.9 40-50 2.3

50-60 2.7 50-60 8.2 50-60 4.8 50-60 2.3

0-10 2.8 0-10 8.8 0-10 4.6 0-10 2.3

10-20 2.8 10-20 9.5 10-20 4.5 10-20 2.2

20-30 2.8 20-30 10.3 20-30 4.3 20-30 2.2

30-40 2.9 30-40 11.3 30-40 4.2 30-40 2.2

40-50 3.0 40-50 12.6 40-50 4.1 40-50 2.1

50-60 3.0 50-60 14.2 50-60 4.0 50-60 2.1

0-10 3.1 0-10 16.3 0-10 3.9 0-10 2.1

10-20 3.1 10-20 19.3 10-20 3.8 10-20 2.1

20-30 3.2 20-30 23.8 20-30 3.7 20-30 2.0

30-40 3.3 30-40 31.3 30-40 3.6 30-40 2.0

40-50 3.3 40-50 46.9 40-50 3.5 40-50 2.0

50-60 3.4 50-60 108.2 50-60 3.4 50-60 2.0

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,547.1

22

23

時 分

18

19

20

21

11

時 分

12

13

14

15

16

17

3

4

5

時 分

6

7

8

9

10

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

,n=0.74a=8.805

時 分

0

1

2

基準降雨（３）

降雨波形：中央集中型 204.8 mm

地 区 名： 名古屋 63.0 mm/hr

生起確率：10年に1回 120.8 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.5 0-10 4.4 0-10 77.1 0-10 4.2

10-20 2.5 10-20 4.5 10-20 47.2 10-20 4.1

20-30 2.5 20-30 4.6 20-30 34.5 20-30 4.0

30-40 2.5 30-40 4.7 30-40 27.4 30-40 4.0

40-50 2.6 40-50 4.8 40-50 22.8 40-50 3.9

50-60 2.6 50-60 4.9 50-60 19.6 50-60 3.8

0-10 2.6 0-10 5.1 0-10 17.2 0-10 3.7

10-20 2.7 10-20 5.2 10-20 15.4 10-20 3.7

20-30 2.7 20-30 5.4 20-30 13.9 20-30 3.6

30-40 2.7 30-40 5.6 30-40 12.7 30-40 3.5

40-50 2.8 40-50 5.7 40-50 11.7 40-50 3.5

50-60 2.8 50-60 5.9 50-60 10.9 50-60 3.4

0-10 2.9 0-10 6.2 0-10 10.2 0-10 3.3

10-20 2.9 10-20 6.4 10-20 9.5 10-20 3.3

20-30 2.9 20-30 6.6 20-30 9.0 20-30 3.2

30-40 3.0 30-40 6.9 30-40 8.5 30-40 3.2

40-50 3.0 40-50 7.2 40-50 8.1 40-50 3.1

50-60 3.1 50-60 7.5 50-60 7.7 50-60 3.1

0-10 3.1 0-10 7.9 0-10 7.4 0-10 3.0

10-20 3.2 10-20 8.3 10-20 7.1 10-20 3.0

20-30 3.2 20-30 8.8 20-30 6.8 20-30 3.0

30-40 3.3 30-40 9.3 30-40 6.5 30-40 2.9

40-50 3.3 40-50 9.8 40-50 6.3 40-50 2.9

50-60 3.4 50-60 10.5 50-60 6.0 50-60 2.8

0-10 3.4 0-10 11.3 0-10 5.8 0-10 2.8

10-20 3.5 10-20 12.2 10-20 5.7 10-20 2.8

20-30 3.6 20-30 13.3 20-30 5.5 20-30 2.7

30-40 3.6 30-40 14.6 30-40 5.3 30-40 2.7

40-50 3.7 40-50 16.2 40-50 5.2 40-50 2.7

50-60 3.8 50-60 18.3 50-60 5.0 50-60 2.6

0-10 3.8 0-10 21.1 0-10 4.9 0-10 2.6

10-20 3.9 10-20 24.9 10-20 4.8 10-20 2.6

20-30 4.0 20-30 30.5 20-30 4.6 20-30 2.5

30-40 4.1 30-40 39.8 30-40 4.5 30-40 2.5

40-50 4.2 40-50 58.3 40-50 4.4 40-50 2.5

50-60 4.3 50-60 120.8 50-60 4.3 50-60 2.4

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=2,095.0

22

23

時 分

18

19

20

21

11

時 分

12

13

14

15

16

17

3

4

5

時 分

6

7

8

9

10

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

,n=0.75a=11.717

時 分

0

1

2

基準降雨（４）

降雨波形：中央集中型 276.6 mm

地 区 名： 名古屋 80.0 mm/hr

生起確率：30年に1回 135.4 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 3.2 0-10 5.9 0-10 97.4 0-10 5.6

10-20 3.2 10-20 6.0 10-20 64.8 10-20 5.5

20-30 3.2 20-30 6.2 20-30 48.9 20-30 5.4

30-40 3.3 30-40 6.3 30-40 39.4 30-40 5.3

40-50 3.3 40-50 6.5 40-50 33.0 40-50 5.2

50-60 3.4 50-60 6.7 50-60 28.4 50-60 5.0

0-10 3.4 0-10 6.9 0-10 24.9 0-10 4.9

10-20 3.5 10-20 7.1 10-20 22.2 10-20 4.8

20-30 3.5 20-30 7.4 20-30 20.0 20-30 4.7

30-40 3.5 30-40 7.6 30-40 18.3 30-40 4.6

40-50 3.6 40-50 7.9 40-50 16.8 40-50 4.6

50-60 3.7 50-60 8.2 50-60 15.5 50-60 4.5

0-10 3.7 0-10 8.5 0-10 14.5 0-10 4.4

10-20 3.8 10-20 8.8 10-20 13.5 10-20 4.3

20-30 3.8 20-30 9.2 20-30 12.7 20-30 4.2

30-40 3.9 30-40 9.6 30-40 12.0 30-40 4.2

40-50 3.9 40-50 10.0 40-50 11.4 40-50 4.1

50-60 4.0 50-60 10.5 50-60 10.8 50-60 4.0

0-10 4.1 0-10 11.1 0-10 10.3 0-10 4.0

10-20 4.1 10-20 11.7 10-20 9.8 10-20 3.9

20-30 4.2 20-30 12.4 20-30 9.4 20-30 3.8

30-40 4.3 30-40 13.1 30-40 9.0 30-40 3.8

40-50 4.4 40-50 14.0 40-50 8.7 40-50 3.7

50-60 4.4 50-60 15.0 50-60 8.3 50-60 3.7

0-10 4.5 0-10 16.1 0-10 8.0 0-10 3.6

10-20 4.6 10-20 17.5 10-20 7.7 10-20 3.6

20-30 4.7 20-30 19.1 20-30 7.5 20-30 3.5

30-40 4.8 30-40 21.1 30-40 7.2 30-40 3.5

40-50 4.9 40-50 23.5 40-50 7.0 40-50 3.4

50-60 5.0 50-60 26.5 50-60 6.8 50-60 3.4

0-10 5.1 0-10 30.5 0-10 6.6 0-10 3.3

10-20 5.2 10-20 35.9 10-20 6.4 10-20 3.3

20-30 5.3 20-30 43.6 20-30 6.3 20-30 3.3

30-40 5.4 30-40 55.7 30-40 6.1 30-40 3.2

40-50 5.6 40-50 77.6 40-50 5.9 40-50 3.2

50-60 5.7 50-60 135.4 50-60 5.8 50-60 3.1

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=3,587.2

22

23

時 分

18

19

20

21

11

時 分

12

13

14

15

16

17

3

4

5

時 分

6

7

8

9

10

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

,n=0.78a=20.475

時 分

0

1

2
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基準降雨（５）

降雨波形：中央集中型 135.7 mm

地 区 名： 小原 48.7 mm/hr

生起確率：3年に1回 109.5 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 1.5 0-10 2.6 0-10 59.2 0-10 2.6

10-20 1.5 10-20 2.7 10-20 32.4 10-20 2.5

20-30 1.5 20-30 2.8 20-30 22.6 20-30 2.4

30-40 1.5 30-40 2.8 30-40 17.5 30-40 2.4

40-50 1.6 40-50 2.9 40-50 14.4 40-50 2.3

50-60 1.6 50-60 3.0 50-60 12.2 50-60 2.3

0-10 1.6 0-10 3.1 0-10 10.6 0-10 2.3

10-20 1.6 10-20 3.2 10-20 9.5 10-20 2.2

20-30 1.6 20-30 3.3 20-30 8.5 20-30 2.2

30-40 1.7 30-40 3.4 30-40 7.8 30-40 2.1

40-50 1.7 40-50 3.5 40-50 7.2 40-50 2.1

50-60 1.7 50-60 3.6 50-60 6.6 50-60 2.1

0-10 1.7 0-10 3.7 0-10 6.2 0-10 2.0

10-20 1.8 10-20 3.9 10-20 5.8 10-20 2.0

20-30 1.8 20-30 4.0 20-30 5.5 20-30 2.0

30-40 1.8 30-40 4.2 30-40 5.2 30-40 1.9

40-50 1.8 40-50 4.4 40-50 4.9 40-50 1.9

50-60 1.9 50-60 4.6 50-60 4.7 50-60 1.9

0-10 1.9 0-10 4.8 0-10 4.5 0-10 1.8

10-20 1.9 10-20 5.0 10-20 4.3 10-20 1.8

20-30 1.9 20-30 5.3 20-30 4.1 20-30 1.8

30-40 2.0 30-40 5.6 30-40 3.9 30-40 1.8

40-50 2.0 40-50 6.0 40-50 3.8 40-50 1.7

50-60 2.0 50-60 6.4 50-60 3.7 50-60 1.7

0-10 2.1 0-10 6.9 0-10 3.5 0-10 1.7

10-20 2.1 10-20 7.5 10-20 3.4 10-20 1.7

20-30 2.2 20-30 8.1 20-30 3.3 20-30 1.7

30-40 2.2 30-40 9.0 30-40 3.2 30-40 1.6

40-50 2.2 40-50 10.0 40-50 3.1 40-50 1.6

50-60 2.3 50-60 11.4 50-60 3.0 50-60 1.6

0-10 2.3 0-10 13.2 0-10 3.0 0-10 1.6

10-20 2.4 10-20 15.8 10-20 2.9 10-20 1.6

20-30 2.4 20-30 19.7 20-30 2.8 20-30 1.5

30-40 2.5 30-40 26.6 30-40 2.7 30-40 1.5

40-50 2.5 40-50 41.7 40-50 2.7 40-50 1.5

50-60 2.6 50-60 109.5 50-60 2.6 50-60 1.5

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,464.3 ,n=0.76a=7.620

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（６）

降雨波形：中央集中型 163.2 mm

地 区 名： 小原 56.0 mm/hr

生起確率：5年に1回 122.8 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 1.9 0-10 3.3 0-10 68.1 0-10 3.2

10-20 1.9 10-20 3.4 10-20 38.2 10-20 3.1

20-30 1.9 20-30 3.5 20-30 27.0 20-30 3.1

30-40 1.9 30-40 3.5 30-40 21.0 30-40 3.0

40-50 2.0 40-50 3.6 40-50 17.3 40-50 2.9

50-60 2.0 50-60 3.7 50-60 14.8 50-60 2.9

0-10 2.0 0-10 3.8 0-10 12.9 0-10 2.8

10-20 2.0 10-20 3.9 10-20 11.5 10-20 2.8

20-30 2.1 20-30 4.1 20-30 10.4 20-30 2.7

30-40 2.1 30-40 4.2 30-40 9.5 30-40 2.7

40-50 2.1 40-50 4.3 40-50 8.8 40-50 2.6

50-60 2.1 50-60 4.5 50-60 8.1 50-60 2.6

0-10 2.2 0-10 4.6 0-10 7.6 0-10 2.5

10-20 2.2 10-20 4.8 10-20 7.1 10-20 2.5

20-30 2.2 20-30 5.0 20-30 6.7 20-30 2.5

30-40 2.3 30-40 5.2 30-40 6.4 30-40 2.4

40-50 2.3 40-50 5.4 40-50 6.1 40-50 2.4

50-60 2.3 50-60 5.6 50-60 5.8 50-60 2.4

0-10 2.4 0-10 5.9 0-10 5.5 0-10 2.3

10-20 2.4 10-20 6.2 10-20 5.3 10-20 2.3

20-30 2.4 20-30 6.6 20-30 5.1 20-30 2.3

30-40 2.5 30-40 6.9 30-40 4.9 30-40 2.2

40-50 2.5 40-50 7.4 40-50 4.7 40-50 2.2

50-60 2.6 50-60 7.9 50-60 4.5 50-60 2.2

0-10 2.6 0-10 8.4 0-10 4.4 0-10 2.1

10-20 2.6 10-20 9.1 10-20 4.3 10-20 2.1

20-30 2.7 20-30 9.9 20-30 4.1 20-30 2.1

30-40 2.7 30-40 10.9 30-40 4.0 30-40 2.1

40-50 2.8 40-50 12.2 40-50 3.9 40-50 2.0

50-60 2.8 50-60 13.8 50-60 3.8 50-60 2.0

0-10 2.9 0-10 15.9 0-10 3.7 0-10 2.0

10-20 3.0 10-20 19.0 10-20 3.6 10-20 2.0

20-30 3.0 20-30 23.6 20-30 3.5 20-30 1.9

30-40 3.1 30-40 31.5 30-40 3.4 30-40 1.9

40-50 3.2 40-50 48.7 40-50 3.3 40-50 1.9

50-60 3.2 50-60 122.8 50-60 3.3 50-60 1.9

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,642.3 ,n=0.75a=7.750

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（７）

降雨波形：中央集中型 202.2 mm

地 区 名： 小原 65.4 mm/hr

生起確率：10年に1回 136.8 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.4 0-10 4.3 0-10 79.5 0-10 4.1

10-20 2.5 10-20 4.4 10-20 46.2 10-20 4.0

20-30 2.5 20-30 4.5 20-30 33.1 20-30 3.9

30-40 2.5 30-40 4.6 30-40 26.1 30-40 3.9

40-50 2.6 40-50 4.7 40-50 21.6 40-50 3.8

50-60 2.6 50-60 4.8 50-60 18.6 50-60 3.7

0-10 2.6 0-10 4.9 0-10 16.3 0-10 3.7

10-20 2.6 10-20 5.1 10-20 14.6 10-20 3.6

20-30 2.7 20-30 5.2 20-30 13.2 20-30 3.5

30-40 2.7 30-40 5.4 30-40 12.1 30-40 3.5

40-50 2.7 40-50 5.6 40-50 11.1 40-50 3.4

50-60 2.8 50-60 5.7 50-60 10.4 50-60 3.3

0-10 2.8 0-10 5.9 0-10 9.7 0-10 3.3

10-20 2.9 10-20 6.2 10-20 9.1 10-20 3.2

20-30 2.9 20-30 6.4 20-30 8.6 20-30 3.2

30-40 2.9 30-40 6.7 30-40 8.2 30-40 3.1

40-50 3.0 40-50 6.9 40-50 7.8 40-50 3.1

50-60 3.0 50-60 7.2 50-60 7.4 50-60 3.0

0-10 3.1 0-10 7.6 0-10 7.1 0-10 3.0

10-20 3.1 10-20 8.0 10-20 6.8 10-20 3.0

20-30 3.2 20-30 8.4 20-30 6.5 20-30 2.9

30-40 3.2 30-40 8.9 30-40 6.3 30-40 2.9

40-50 3.3 40-50 9.4 40-50 6.1 40-50 2.8

50-60 3.3 50-60 10.0 50-60 5.8 50-60 2.8

0-10 3.4 0-10 10.7 0-10 5.7 0-10 2.8

10-20 3.4 10-20 11.6 10-20 5.5 10-20 2.7

20-30 3.5 20-30 12.6 20-30 5.3 20-30 2.7

30-40 3.6 30-40 13.8 30-40 5.2 30-40 2.7

40-50 3.6 40-50 15.4 40-50 5.0 40-50 2.6

50-60 3.7 50-60 17.3 50-60 4.9 50-60 2.6

0-10 3.8 0-10 20.0 0-10 4.7 0-10 2.6

10-20 3.8 10-20 23.6 10-20 4.6 10-20 2.5

20-30 3.9 20-30 29.2 20-30 4.5 20-30 2.5

30-40 4.0 30-40 38.5 30-40 4.4 30-40 2.5

40-50 4.1 40-50 58.1 40-50 4.3 40-50 2.5

50-60 4.2 50-60 136.8 50-60 4.2 50-60 2.4

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,902.3 ,n=0.74a=8.408

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（８）

降雨波形：中央集中型 273.2 mm

地 区 名： 小原 79.0 mm/hr

生起確率：30年に1回 153.7 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 3.6 0-10 6.2 0-10 95.7 0-10 6.0

10-20 3.6 10-20 6.3 10-20 58.8 10-20 5.9

20-30 3.7 20-30 6.5 20-30 43.5 20-30 5.8

30-40 3.7 30-40 6.6 30-40 34.9 30-40 5.6

40-50 3.8 40-50 6.8 40-50 29.3 40-50 5.5

50-60 3.8 50-60 7.0 50-60 25.4 50-60 5.4

0-10 3.9 0-10 7.2 0-10 22.4 0-10 5.3

10-20 3.9 10-20 7.3 10-20 20.2 10-20 5.2

20-30 3.9 20-30 7.6 20-30 18.4 20-30 5.1

30-40 4.0 30-40 7.8 30-40 16.9 30-40 5.1

40-50 4.0 40-50 8.0 40-50 15.6 40-50 5.0

50-60 4.1 50-60 8.3 50-60 14.6 50-60 4.9

0-10 4.1 0-10 8.6 0-10 13.7 0-10 4.8

10-20 4.2 10-20 8.9 10-20 12.9 10-20 4.7

20-30 4.3 20-30 9.2 20-30 12.2 20-30 4.7

30-40 4.3 30-40 9.5 30-40 11.6 30-40 4.6

40-50 4.4 40-50 9.9 40-50 11.1 40-50 4.5

50-60 4.4 50-60 10.3 50-60 10.6 50-60 4.5

0-10 4.5 0-10 10.8 0-10 10.1 0-10 4.4

10-20 4.6 10-20 11.3 10-20 9.7 10-20 4.3

20-30 4.6 20-30 11.9 20-30 9.3 20-30 4.3

30-40 4.7 30-40 12.5 30-40 9.0 30-40 4.2

40-50 4.8 40-50 13.3 40-50 8.7 40-50 4.2

50-60 4.9 50-60 14.1 50-60 8.4 50-60 4.1

0-10 4.9 0-10 15.1 0-10 8.1 0-10 4.1

10-20 5.0 10-20 16.2 10-20 7.9 10-20 4.0

20-30 5.1 20-30 17.6 20-30 7.7 20-30 4.0

30-40 5.2 30-40 19.2 30-40 7.5 30-40 3.9

40-50 5.3 40-50 21.2 40-50 7.2 40-50 3.9

50-60 5.4 50-60 23.8 50-60 7.1 50-60 3.8

0-10 5.5 0-10 27.2 0-10 6.9 0-10 3.8

10-20 5.6 10-20 31.8 10-20 6.7 10-20 3.7

20-30 5.7 20-30 38.6 20-30 6.6 20-30 3.7

30-40 5.8 30-40 49.9 30-40 6.4 30-40 3.7

40-50 5.9 40-50 72.4 40-50 6.3 40-50 3.6

50-60 6.1 50-60 153.7 50-60 6.1 50-60 3.6

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=2,246.3 ,n=0.72a=9.370

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16
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基準降雨（９）

降雨波形：中央集中型 139.3 mm

地 区 名： 岡崎 39.5 mm/hr

生起確率：3年に1回 82.1 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.0 0-10 3.3 0-10 47.2 0-10 3.2

10-20 2.0 10-20 3.3 10-20 28.3 10-20 3.1

20-30 2.0 20-30 3.4 20-30 20.9 20-30 3.1

30-40 2.0 30-40 3.5 30-40 16.8 30-40 3.0

40-50 2.1 40-50 3.6 40-50 14.2 40-50 2.9

50-60 2.1 50-60 3.7 50-60 12.4 50-60 2.9

0-10 2.1 0-10 3.8 0-10 11.0 0-10 2.8

10-20 2.1 10-20 3.8 10-20 9.9 10-20 2.8

20-30 2.1 20-30 4.0 20-30 9.1 20-30 2.8

30-40 2.2 30-40 4.1 30-40 8.4 30-40 2.7

40-50 2.2 40-50 4.2 40-50 7.8 40-50 2.7

50-60 2.2 50-60 4.3 50-60 7.3 50-60 2.6

0-10 2.3 0-10 4.4 0-10 6.9 0-10 2.6

10-20 2.3 10-20 4.6 10-20 6.5 10-20 2.6

20-30 2.3 20-30 4.7 20-30 6.2 20-30 2.5

30-40 2.3 30-40 4.9 30-40 5.9 30-40 2.5

40-50 2.4 40-50 5.1 40-50 5.6 40-50 2.4

50-60 2.4 50-60 5.3 50-60 5.4 50-60 2.4

0-10 2.4 0-10 5.5 0-10 5.2 0-10 2.4

10-20 2.5 10-20 5.8 10-20 5.0 10-20 2.4

20-30 2.5 20-30 6.0 20-30 4.8 20-30 2.3

30-40 2.5 30-40 6.4 30-40 4.7 30-40 2.3

40-50 2.6 40-50 6.7 40-50 4.5 40-50 2.3

50-60 2.6 50-60 7.1 50-60 4.4 50-60 2.2

0-10 2.6 0-10 7.6 0-10 4.2 0-10 2.2

10-20 2.7 10-20 8.1 10-20 4.1 10-20 2.2

20-30 2.7 20-30 8.7 20-30 4.0 20-30 2.2

30-40 2.8 30-40 9.5 30-40 3.9 30-40 2.1

40-50 2.8 40-50 10.4 40-50 3.8 40-50 2.1

50-60 2.9 50-60 11.6 50-60 3.7 50-60 2.1

0-10 2.9 0-10 13.2 0-10 3.6 0-10 2.1

10-20 3.0 10-20 15.4 10-20 3.5 10-20 2.0

20-30 3.0 20-30 18.6 20-30 3.5 20-30 2.0

30-40 3.1 30-40 23.9 30-40 3.4 30-40 2.0

40-50 3.1 40-50 35.0 40-50 3.3 40-50 2.0

50-60 3.2 50-60 82.1 50-60 3.2 50-60 2.0

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=912.8 ,n=0.69a=6.220

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１０）

降雨波形：中央集中型 161.7 mm

地 区 名： 岡崎 46.3 mm/hr

生起確率：5年に1回 94.4 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.2 0-10 3.8 0-10 55.6 0-10 3.6

10-20 2.3 10-20 3.8 10-20 33.5 10-20 3.6

20-30 2.3 20-30 3.9 20-30 24.7 20-30 3.5

30-40 2.3 30-40 4.0 30-40 19.9 30-40 3.4

40-50 2.3 40-50 4.1 40-50 16.7 40-50 3.4

50-60 2.4 50-60 4.2 50-60 14.5 50-60 3.3

0-10 2.4 0-10 4.3 0-10 12.9 0-10 3.3

10-20 2.4 10-20 4.4 10-20 11.7 10-20 3.2

20-30 2.4 20-30 4.5 20-30 10.6 20-30 3.1

30-40 2.5 30-40 4.7 30-40 9.8 30-40 3.1

40-50 2.5 40-50 4.8 40-50 9.1 40-50 3.0

50-60 2.5 50-60 5.0 50-60 8.5 50-60 3.0

0-10 2.6 0-10 5.1 0-10 8.0 0-10 3.0

10-20 2.6 10-20 5.3 10-20 7.6 10-20 2.9

20-30 2.6 20-30 5.5 20-30 7.2 20-30 2.9

30-40 2.7 30-40 5.7 30-40 6.8 30-40 2.8

40-50 2.7 40-50 5.9 40-50 6.5 40-50 2.8

50-60 2.7 50-60 6.1 50-60 6.3 50-60 2.7

0-10 2.8 0-10 6.4 0-10 6.0 0-10 2.7

10-20 2.8 10-20 6.7 10-20 5.8 10-20 2.7

20-30 2.8 20-30 7.0 20-30 5.6 20-30 2.6

30-40 2.9 30-40 7.4 30-40 5.4 30-40 2.6

40-50 2.9 40-50 7.8 40-50 5.2 40-50 2.6

50-60 3.0 50-60 8.3 50-60 5.0 50-60 2.5

0-10 3.0 0-10 8.8 0-10 4.9 0-10 2.5

10-20 3.1 10-20 9.5 10-20 4.7 10-20 2.5

20-30 3.1 20-30 10.2 20-30 4.6 20-30 2.5

30-40 3.2 30-40 11.1 30-40 4.5 30-40 2.4

40-50 3.2 40-50 12.2 40-50 4.4 40-50 2.4

50-60 3.3 50-60 13.7 50-60 4.3 50-60 2.4

0-10 3.3 0-10 15.6 0-10 4.2 0-10 2.3

10-20 3.4 10-20 18.1 10-20 4.1 10-20 2.3

20-30 3.5 20-30 22.0 20-30 4.0 20-30 2.3

30-40 3.5 30-40 28.4 30-40 3.9 30-40 2.3

40-50 3.6 40-50 41.4 40-50 3.8 40-50 2.2

50-60 3.7 50-60 94.4 50-60 3.7 50-60 2.2

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,142.6 ,n=0.70a=7.097

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１１）

降雨波形：中央集中型 187.8 mm

地 区 名： 岡崎 54.8 mm/hr

生起確率：10年に1回 107.5 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.5 0-10 4.2 0-10 66.3 0-10 4.1

10-20 2.5 10-20 4.3 10-20 40.5 10-20 4.0

20-30 2.5 20-30 4.4 20-30 29.9 20-30 3.9

30-40 2.6 30-40 4.5 30-40 23.9 30-40 3.9

40-50 2.6 40-50 4.7 40-50 20.1 40-50 3.8

50-60 2.6 50-60 4.8 50-60 17.4 50-60 3.7

0-10 2.6 0-10 4.9 0-10 15.4 0-10 3.7

10-20 2.7 10-20 5.0 10-20 13.8 10-20 3.6

20-30 2.7 20-30 5.2 20-30 12.6 20-30 3.5

30-40 2.7 30-40 5.3 30-40 11.6 30-40 3.5

40-50 2.8 40-50 5.5 40-50 10.7 40-50 3.4

50-60 2.8 50-60 5.7 50-60 10.0 50-60 3.4

0-10 2.8 0-10 5.9 0-10 9.4 0-10 3.3

10-20 2.9 10-20 6.1 10-20 8.8 10-20 3.3

20-30 2.9 20-30 6.3 20-30 8.4 20-30 3.2

30-40 3.0 30-40 6.5 30-40 7.9 30-40 3.2

40-50 3.0 40-50 6.8 40-50 7.6 40-50 3.1

50-60 3.0 50-60 7.1 50-60 7.2 50-60 3.1

0-10 3.1 0-10 7.4 0-10 6.9 0-10 3.0

10-20 3.1 10-20 7.8 10-20 6.7 10-20 3.0

20-30 3.2 20-30 8.1 20-30 6.4 20-30 2.9

30-40 3.2 30-40 8.6 30-40 6.2 30-40 2.9

40-50 3.3 40-50 9.1 40-50 6.0 40-50 2.9

50-60 3.3 50-60 9.7 50-60 5.8 50-60 2.8

0-10 3.4 0-10 10.3 0-10 5.6 0-10 2.8

10-20 3.4 10-20 11.1 10-20 5.4 10-20 2.8

20-30 3.5 20-30 12.0 20-30 5.3 20-30 2.7

30-40 3.6 30-40 13.2 30-40 5.1 30-40 2.7

40-50 3.6 40-50 14.6 40-50 5.0 40-50 2.7

50-60 3.7 50-60 16.3 50-60 4.8 50-60 2.6

0-10 3.8 0-10 18.6 0-10 4.7 0-10 2.6

10-20 3.8 10-20 21.8 10-20 4.6 10-20 2.6

20-30 3.9 20-30 26.5 20-30 4.5 20-30 2.5

30-40 4.0 30-40 34.3 30-40 4.4 30-40 2.5

40-50 4.1 40-50 50.0 40-50 4.3 40-50 2.5

50-60 4.1 50-60 107.5 50-60 4.2 50-60 2.5

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,542.2 ,n=0.72a=9.097

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１２）

降雨波形：中央集中型 222.5 mm

地 区 名： 岡崎 67.3 mm/hr

生起確率：30年に1回 124.0 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.6 0-10 4.7 0-10 82.5 0-10 4.6

10-20 2.7 10-20 4.8 10-20 51.9 10-20 4.5

20-30 2.7 20-30 5.0 20-30 38.3 20-30 4.4

30-40 2.7 30-40 5.1 30-40 30.5 30-40 4.3

40-50 2.7 40-50 5.2 40-50 25.4 40-50 4.2

50-60 2.8 50-60 5.4 50-60 21.8 50-60 4.1

0-10 2.8 0-10 5.5 0-10 19.1 0-10 4.0

10-20 2.9 10-20 5.7 10-20 17.1 10-20 3.9

20-30 2.9 20-30 5.9 20-30 15.4 20-30 3.9

30-40 2.9 30-40 6.1 30-40 14.1 30-40 3.8

40-50 3.0 40-50 6.3 40-50 13.0 40-50 3.7

50-60 3.0 50-60 6.5 50-60 12.0 50-60 3.7

0-10 3.1 0-10 6.7 0-10 11.2 0-10 3.6

10-20 3.1 10-20 7.0 10-20 10.5 10-20 3.5

20-30 3.1 20-30 7.2 20-30 9.9 20-30 3.5

30-40 3.2 30-40 7.6 30-40 9.4 30-40 3.4

40-50 3.2 40-50 7.9 40-50 8.9 40-50 3.4

50-60 3.3 50-60 8.3 50-60 8.5 50-60 3.3

0-10 3.3 0-10 8.7 0-10 8.1 0-10 3.3

10-20 3.4 10-20 9.1 10-20 7.7 10-20 3.2

20-30 3.4 20-30 9.6 20-30 7.4 20-30 3.2

30-40 3.5 30-40 10.2 30-40 7.1 30-40 3.1

40-50 3.6 40-50 10.9 40-50 6.8 40-50 3.1

50-60 3.6 50-60 11.6 50-60 6.6 50-60 3.0

0-10 3.7 0-10 12.5 0-10 6.4 0-10 3.0

10-20 3.8 10-20 13.5 10-20 6.2 10-20 3.0

20-30 3.8 20-30 14.7 20-30 6.0 20-30 2.9

30-40 3.9 30-40 16.2 30-40 5.8 30-40 2.9

40-50 4.0 40-50 18.0 40-50 5.6 40-50 2.8

50-60 4.0 50-60 20.4 50-60 5.4 50-60 2.8

0-10 4.1 0-10 23.4 0-10 5.3 0-10 2.8

10-20 4.2 10-20 27.7 10-20 5.2 10-20 2.7

20-30 4.3 20-30 33.9 20-30 5.0 20-30 2.7

30-40 4.4 30-40 44.0 30-40 4.9 30-40 2.7

40-50 4.5 40-50 63.4 40-50 4.8 40-50 2.6

50-60 4.6 50-60 124.0 50-60 4.7 50-60 2.6

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=2,461.6 ,n=0.76a=14.092

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

-305-



基準降雨（１３）

降雨波形：中央集中型 152.7 mm

地 区 名： 豊橋 42.5 mm/hr

生起確率：3年に1回 86.3 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.2 0-10 3.6 0-10 50.9 0-10 3.5

10-20 2.2 10-20 3.7 10-20 30.9 10-20 3.4

20-30 2.2 20-30 3.8 20-30 22.9 20-30 3.4

30-40 2.2 30-40 3.9 30-40 18.5 30-40 3.3

40-50 2.3 40-50 3.9 40-50 15.6 40-50 3.3

50-60 2.3 50-60 4.0 50-60 13.6 50-60 3.2

0-10 2.3 0-10 4.1 0-10 12.1 0-10 3.1

10-20 2.3 10-20 4.3 10-20 11.0 10-20 3.1

20-30 2.4 20-30 4.4 20-30 10.0 20-30 3.0

30-40 2.4 30-40 4.5 30-40 9.3 30-40 3.0

40-50 2.4 40-50 4.6 40-50 8.6 40-50 2.9

50-60 2.5 50-60 4.8 50-60 8.1 50-60 2.9

0-10 2.5 0-10 4.9 0-10 7.6 0-10 2.9

10-20 2.5 10-20 5.1 10-20 7.2 10-20 2.8

20-30 2.5 20-30 5.2 20-30 6.8 20-30 2.8

30-40 2.6 30-40 5.4 30-40 6.5 30-40 2.7

40-50 2.6 40-50 5.6 40-50 6.2 40-50 2.7

50-60 2.6 50-60 5.9 50-60 6.0 50-60 2.7

0-10 2.7 0-10 6.1 0-10 5.7 0-10 2.6

10-20 2.7 10-20 6.4 10-20 5.5 10-20 2.6

20-30 2.8 20-30 6.7 20-30 5.3 20-30 2.6

30-40 2.8 30-40 7.0 30-40 5.1 30-40 2.5

40-50 2.8 40-50 7.4 40-50 5.0 40-50 2.5

50-60 2.9 50-60 7.8 50-60 4.8 50-60 2.5

0-10 2.9 0-10 8.4 0-10 4.7 0-10 2.4

10-20 3.0 10-20 8.9 10-20 4.5 10-20 2.4

20-30 3.0 20-30 9.6 20-30 4.4 20-30 2.4

30-40 3.1 30-40 10.5 30-40 4.3 30-40 2.4

40-50 3.1 40-50 11.5 40-50 4.2 40-50 2.3

50-60 3.2 50-60 12.8 50-60 4.1 50-60 2.3

0-10 3.2 0-10 14.6 0-10 4.0 0-10 2.3

10-20 3.3 10-20 16.9 10-20 3.9 10-20 2.3

20-30 3.3 20-30 20.4 20-30 3.8 20-30 2.2

30-40 3.4 30-40 26.2 30-40 3.7 30-40 2.2

40-50 3.5 40-50 38.1 40-50 3.7 40-50 2.2

50-60 3.5 50-60 86.3 50-60 3.6 50-60 2.2

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,004.0 ,n=0.69a=6.736

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１４）

降雨波形：中央集中型 177.7 mm

地 区 名： 豊橋 49.4 mm/hr

生起確率：5年に1回 97.1 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.5 0-10 4.2 0-10 59.4 0-10 4.0

10-20 2.5 10-20 4.3 10-20 36.6 10-20 4.0

20-30 2.5 20-30 4.4 20-30 27.2 20-30 3.9

30-40 2.6 30-40 4.5 30-40 22.0 30-40 3.8

40-50 2.6 40-50 4.6 40-50 18.6 40-50 3.7

50-60 2.6 50-60 4.7 50-60 16.2 50-60 3.7

0-10 2.6 0-10 4.8 0-10 14.4 0-10 3.6

10-20 2.7 10-20 4.9 10-20 13.0 10-20 3.6

20-30 2.7 20-30 5.1 20-30 11.8 20-30 3.5

30-40 2.7 30-40 5.2 30-40 10.9 30-40 3.4

40-50 2.8 40-50 5.4 40-50 10.2 40-50 3.4

50-60 2.8 50-60 5.5 50-60 9.5 50-60 3.3

0-10 2.8 0-10 5.7 0-10 8.9 0-10 3.3

10-20 2.9 10-20 5.9 10-20 8.4 10-20 3.2

20-30 2.9 20-30 6.1 20-30 8.0 20-30 3.2

30-40 3.0 30-40 6.3 30-40 7.6 30-40 3.1

40-50 3.0 40-50 6.6 40-50 7.3 40-50 3.1

50-60 3.0 50-60 6.8 50-60 7.0 50-60 3.1

0-10 3.1 0-10 7.1 0-10 6.7 0-10 3.0

10-20 3.1 10-20 7.5 10-20 6.4 10-20 3.0

20-30 3.2 20-30 7.8 20-30 6.2 20-30 2.9

30-40 3.2 30-40 8.2 30-40 6.0 30-40 2.9

40-50 3.3 40-50 8.7 40-50 5.8 40-50 2.9

50-60 3.3 50-60 9.2 50-60 5.6 50-60 2.8

0-10 3.4 0-10 9.8 0-10 5.4 0-10 2.8

10-20 3.4 10-20 10.5 10-20 5.3 10-20 2.8

20-30 3.5 20-30 11.4 20-30 5.1 20-30 2.7

30-40 3.5 30-40 12.4 30-40 5.0 30-40 2.7

40-50 3.6 40-50 13.6 40-50 4.9 40-50 2.7

50-60 3.6 50-60 15.2 50-60 4.7 50-60 2.6

0-10 3.7 0-10 17.3 0-10 4.6 0-10 2.6

10-20 3.8 10-20 20.1 10-20 4.5 10-20 2.6

20-30 3.9 20-30 24.3 20-30 4.4 20-30 2.5

30-40 3.9 30-40 31.1 30-40 4.3 30-40 2.5

40-50 4.0 40-50 44.9 40-50 4.2 40-50 2.5

50-60 4.1 50-60 97.1 50-60 4.1 50-60 2.5

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,262.2 ,n=0.70a=7.986

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１５）

降雨波形：中央集中型 212.2 mm

地 区 名： 豊橋 58.3 mm/hr

生起確率：10年に1回 110.4 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 2.9 0-10 5.0 0-10 70.5 0-10 4.8

10-20 2.9 10-20 5.1 10-20 44.3 10-20 4.7

20-30 3.0 20-30 5.2 20-30 33.1 20-30 4.6

30-40 3.0 30-40 5.3 30-40 26.8 30-40 4.5

40-50 3.0 40-50 5.4 40-50 22.6 40-50 4.4

50-60 3.1 50-60 5.6 50-60 19.7 50-60 4.4

0-10 3.1 0-10 5.7 0-10 17.5 0-10 4.3

10-20 3.2 10-20 5.9 10-20 15.8 10-20 4.2

20-30 3.2 20-30 6.0 20-30 14.4 20-30 4.1

30-40 3.2 30-40 6.2 30-40 13.3 30-40 4.1

40-50 3.3 40-50 6.4 40-50 12.3 40-50 4.0

50-60 3.3 50-60 6.6 50-60 11.5 50-60 3.9

0-10 3.3 0-10 6.8 0-10 10.8 0-10 3.9

10-20 3.4 10-20 7.1 10-20 10.2 10-20 3.8

20-30 3.4 20-30 7.3 20-30 9.7 20-30 3.8

30-40 3.5 30-40 7.6 30-40 9.2 30-40 3.7

40-50 3.5 40-50 7.9 40-50 8.8 40-50 3.7

50-60 3.6 50-60 8.2 50-60 8.4 50-60 3.6

0-10 3.6 0-10 8.6 0-10 8.0 0-10 3.6

10-20 3.7 10-20 9.0 10-20 7.7 10-20 3.5

20-30 3.7 20-30 9.4 20-30 7.4 20-30 3.5

30-40 3.8 30-40 9.9 30-40 7.2 30-40 3.4

40-50 3.8 40-50 10.5 40-50 6.9 40-50 3.4

50-60 3.9 50-60 11.1 50-60 6.7 50-60 3.3

0-10 4.0 0-10 11.9 0-10 6.5 0-10 3.3

10-20 4.0 10-20 12.8 10-20 6.3 10-20 3.2

20-30 4.1 20-30 13.8 20-30 6.1 20-30 3.2

30-40 4.2 30-40 15.0 30-40 6.0 30-40 3.2

40-50 4.2 40-50 16.6 40-50 5.8 40-50 3.1

50-60 4.3 50-60 18.5 50-60 5.6 50-60 3.1

0-10 4.4 0-10 21.0 0-10 5.5 0-10 3.1

10-20 4.5 10-20 24.5 10-20 5.4 10-20 3.0

20-30 4.6 20-30 29.6 20-30 5.2 20-30 3.0

30-40 4.7 30-40 37.8 30-40 5.1 30-40 3.0

40-50 4.8 40-50 54.0 40-50 5.0 40-50 2.9

50-60 4.9 50-60 110.4 50-60 4.9 50-60 2.9

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=1,630.4 ,n=0.71a=9.644

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１６）

降雨波形：中央集中型 271.9 mm

地 区 名： 豊橋 72.4 mm/hr

生起確率：30年に1回 129.7 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 3.7 0-10 6.4 0-10 87.5 0-10 6.2

10-20 3.7 10-20 6.5 10-20 56.9 10-20 6.0

20-30 3.8 20-30 6.7 20-30 43.1 20-30 5.9

30-40 3.8 30-40 6.8 30-40 35.0 30-40 5.8

40-50 3.9 40-50 7.0 40-50 29.7 40-50 5.7

50-60 3.9 50-60 7.2 50-60 25.8 50-60 5.6

0-10 4.0 0-10 7.4 0-10 23.0 0-10 5.5

10-20 4.0 10-20 7.6 10-20 20.7 10-20 5.4

20-30 4.1 20-30 7.8 20-30 18.9 20-30 5.3

30-40 4.1 30-40 8.0 30-40 17.4 30-40 5.2

40-50 4.2 40-50 8.3 40-50 16.1 40-50 5.1

50-60 4.2 50-60 8.5 50-60 15.1 50-60 5.0

0-10 4.3 0-10 8.8 0-10 14.1 0-10 5.0

10-20 4.3 10-20 9.1 10-20 13.3 10-20 4.9

20-30 4.4 20-30 9.5 20-30 12.6 20-30 4.8

30-40 4.4 30-40 9.8 30-40 12.0 30-40 4.7

40-50 4.5 40-50 10.2 40-50 11.4 40-50 4.7

50-60 4.6 50-60 10.7 50-60 10.9 50-60 4.6

0-10 4.6 0-10 11.2 0-10 10.5 0-10 4.5

10-20 4.7 10-20 11.7 10-20 10.0 10-20 4.5

20-30 4.8 20-30 12.3 20-30 9.7 20-30 4.4

30-40 4.8 30-40 13.0 30-40 9.3 30-40 4.3

40-50 4.9 40-50 13.7 40-50 9.0 40-50 4.3

50-60 5.0 50-60 14.6 50-60 8.7 50-60 4.2

0-10 5.1 0-10 15.6 0-10 8.4 0-10 4.2

10-20 5.2 10-20 16.7 10-20 8.2 10-20 4.1

20-30 5.3 20-30 18.1 20-30 7.9 20-30 4.1

30-40 5.3 30-40 19.7 30-40 7.7 30-40 4.0

40-50 5.4 40-50 21.8 40-50 7.5 40-50 4.0

50-60 5.5 50-60 24.3 50-60 7.3 50-60 3.9

0-10 5.6 0-10 27.6 0-10 7.1 0-10 3.9

10-20 5.8 10-20 32.1 10-20 6.9 10-20 3.8

20-30 5.9 20-30 38.6 20-30 6.8 20-30 3.8

30-40 6.0 30-40 48.9 30-40 6.6 30-40 3.8

40-50 6.1 40-50 68.5 40-50 6.5 40-50 3.7

50-60 6.2 50-60 129.7 50-60 6.3 50-60 3.7

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=2,267.5 ,n=0.72a=12.237

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16
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基準降雨（１７）

降雨波形：中央集中型 236.5 mm

地 区 名： 設楽 45.5 mm/hr

生起確率：3年に1回 83.2 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 4.6 0-10 6.9 0-10 52.6 0-10 6.8

10-20 4.7 10-20 7.0 10-20 35.7 10-20 6.7

20-30 4.7 20-30 7.2 20-30 28.4 20-30 6.6

30-40 4.7 30-40 7.3 30-40 24.2 30-40 6.5

40-50 4.8 40-50 7.4 40-50 21.3 40-50 6.4

50-60 4.8 50-60 7.6 50-60 19.2 50-60 6.3

0-10 4.9 0-10 7.7 0-10 17.6 0-10 6.2

10-20 4.9 10-20 7.9 10-20 16.3 10-20 6.1

20-30 4.9 20-30 8.0 20-30 15.3 20-30 6.0

30-40 5.0 30-40 8.2 30-40 14.4 30-40 6.0

40-50 5.0 40-50 8.4 40-50 13.6 40-50 5.9

50-60 5.1 50-60 8.6 50-60 12.9 50-60 5.8

0-10 5.1 0-10 8.8 0-10 12.4 0-10 5.7

10-20 5.2 10-20 9.0 10-20 11.8 10-20 5.7

20-30 5.2 20-30 9.2 20-30 11.4 20-30 5.6

30-40 5.3 30-40 9.5 30-40 11.0 30-40 5.6

40-50 5.3 40-50 9.8 40-50 10.6 40-50 5.5

50-60 5.4 50-60 10.1 50-60 10.2 50-60 5.4

0-10 5.5 0-10 10.4 0-10 9.9 0-10 5.4

10-20 5.5 10-20 10.8 10-20 9.6 10-20 5.3

20-30 5.6 20-30 11.2 20-30 9.4 20-30 5.3

30-40 5.6 30-40 11.6 30-40 9.1 30-40 5.2

40-50 5.7 40-50 12.1 40-50 8.9 40-50 5.2

50-60 5.8 50-60 12.6 50-60 8.7 50-60 5.1

0-10 5.9 0-10 13.3 0-10 8.5 0-10 5.1

10-20 5.9 10-20 14.0 10-20 8.3 10-20 5.0

20-30 6.0 20-30 14.8 20-30 8.1 20-30 5.0

30-40 6.1 30-40 15.8 30-40 7.9 30-40 4.9

40-50 6.2 40-50 16.9 40-50 7.8 40-50 4.9

50-60 6.2 50-60 18.4 50-60 7.6 50-60 4.8

0-10 6.3 0-10 20.2 0-10 7.5 0-10 4.8

10-20 6.4 10-20 22.6 10-20 7.4 10-20 4.8

20-30 6.5 20-30 26.1 20-30 7.2 20-30 4.7

30-40 6.6 30-40 31.5 30-40 7.1 30-40 4.7

40-50 6.7 40-50 41.8 40-50 7.0 40-50 4.6

50-60 6.8 50-60 83.2 50-60 6.9 50-60 4.6

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=664.1 ,n=0.57a=4.269

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１８）

降雨波形：中央集中型 271.9 mm

地 区 名： 設楽 51.0 mm/hr

生起確率：5年に1回 94.9 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 5.5 0-10 8.1 0-10 58.4 0-10 7.9

10-20 5.5 10-20 8.2 10-20 39.6 10-20 7.8

20-30 5.6 20-30 8.4 20-30 31.7 20-30 7.7

30-40 5.6 30-40 8.5 30-40 27.0 30-40 7.6

40-50 5.7 40-50 8.7 40-50 23.9 40-50 7.5

50-60 5.7 50-60 8.8 50-60 21.6 50-60 7.4

0-10 5.8 0-10 9.0 0-10 19.9 0-10 7.3

10-20 5.8 10-20 9.1 10-20 18.5 10-20 7.2

20-30 5.9 20-30 9.3 20-30 17.3 20-30 7.1

30-40 5.9 30-40 9.5 30-40 16.3 30-40 7.0

40-50 6.0 40-50 9.7 40-50 15.5 40-50 6.9

50-60 6.0 50-60 9.9 50-60 14.8 50-60 6.8

0-10 6.1 0-10 10.2 0-10 14.1 0-10 6.8

10-20 6.1 10-20 10.4 10-20 13.6 10-20 6.7

20-30 6.2 20-30 10.7 20-30 13.1 20-30 6.6

30-40 6.3 30-40 11.0 30-40 12.6 30-40 6.6

40-50 6.3 40-50 11.3 40-50 12.2 40-50 6.5

50-60 6.4 50-60 11.6 50-60 11.8 50-60 6.4

0-10 6.4 0-10 12.0 0-10 11.5 0-10 6.4

10-20 6.5 10-20 12.4 10-20 11.1 10-20 6.3

20-30 6.6 20-30 12.8 20-30 10.8 20-30 6.2

30-40 6.7 30-40 13.3 30-40 10.6 30-40 6.2

40-50 6.7 40-50 13.8 40-50 10.3 40-50 6.1

50-60 6.8 50-60 14.4 50-60 10.1 50-60 6.1

0-10 6.9 0-10 15.1 0-10 9.8 0-10 6.0

10-20 7.0 10-20 15.9 10-20 9.6 10-20 5.9

20-30 7.1 20-30 16.8 20-30 9.4 20-30 5.9

30-40 7.1 30-40 17.9 30-40 9.2 30-40 5.8

40-50 7.2 40-50 19.1 40-50 9.1 40-50 5.8

50-60 7.3 50-60 20.7 50-60 8.9 50-60 5.7

0-10 7.4 0-10 22.7 0-10 8.7 0-10 5.7

10-20 7.5 10-20 25.4 10-20 8.6 10-20 5.6

20-30 7.6 20-30 29.1 20-30 8.4 20-30 5.6

30-40 7.7 30-40 35.0 30-40 8.3 30-40 5.6

40-50 7.9 40-50 46.4 40-50 8.2 40-50 5.5

50-60 8.0 50-60 94.9 50-60 8.0 50-60 5.5

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=656.5 ,n=0.55a=3.369

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（１９）

降雨波形：中央集中型 310.6 mm

地 区 名： 設楽 58.0 mm/hr

生起確率：10年に1回 109.9 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 6.4 0-10 9.3 0-10 66.0 0-10 9.1

10-20 6.4 10-20 9.5 10-20 44.5 10-20 9.0

20-30 6.5 20-30 9.6 20-30 35.7 20-30 8.8

30-40 6.5 30-40 9.8 30-40 30.5 30-40 8.7

40-50 6.6 40-50 9.9 40-50 27.0 40-50 8.6

50-60 6.6 50-60 10.1 50-60 24.5 50-60 8.5

0-10 6.7 0-10 10.3 0-10 22.5 0-10 8.4

10-20 6.7 10-20 10.5 10-20 20.9 10-20 8.3

20-30 6.8 20-30 10.7 20-30 19.6 20-30 8.2

30-40 6.8 30-40 10.9 30-40 18.5 30-40 8.1

40-50 6.9 40-50 11.1 40-50 17.6 40-50 8.0

50-60 7.0 50-60 11.4 50-60 16.8 50-60 7.9

0-10 7.0 0-10 11.6 0-10 16.1 0-10 7.8

10-20 7.1 10-20 11.9 10-20 15.4 10-20 7.7

20-30 7.2 20-30 12.2 20-30 14.9 20-30 7.6

30-40 7.2 30-40 12.5 30-40 14.4 30-40 7.6

40-50 7.3 40-50 12.9 40-50 13.9 40-50 7.5

50-60 7.4 50-60 13.3 50-60 13.5 50-60 7.4

0-10 7.4 0-10 13.7 0-10 13.1 0-10 7.3

10-20 7.5 10-20 14.1 10-20 12.7 10-20 7.3

20-30 7.6 20-30 14.6 20-30 12.4 20-30 7.2

30-40 7.7 30-40 15.1 30-40 12.1 30-40 7.1

40-50 7.8 40-50 15.7 40-50 11.8 40-50 7.1

50-60 7.9 50-60 16.4 50-60 11.5 50-60 7.0

0-10 7.9 0-10 17.2 0-10 11.3 0-10 6.9

10-20 8.0 10-20 18.0 10-20 11.0 10-20 6.9

20-30 8.1 20-30 19.1 20-30 10.8 20-30 6.8

30-40 8.2 30-40 20.2 30-40 10.6 30-40 6.8

40-50 8.3 40-50 21.7 40-50 10.4 40-50 6.7

50-60 8.4 50-60 23.4 50-60 10.2 50-60 6.6

0-10 8.5 0-10 25.6 0-10 10.0 0-10 6.6

10-20 8.7 10-20 28.6 10-20 9.8 10-20 6.5

20-30 8.8 20-30 32.8 20-30 9.7 20-30 6.5

30-40 8.9 30-40 39.4 30-40 9.5 30-40 6.4

40-50 9.0 40-50 52.3 40-50 9.4 40-50 6.4

50-60 9.2 50-60 109.9 50-60 9.2 50-60 6.3

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=693.8 ,n=0.54a=2.845

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16

基準降雨（２０）

降雨波形：中央集中型 361.5 mm

地 区 名： 設楽 68.2 mm/hr

生起確率：30年に1回 134.6 mm/hr

降雨強度 降雨強度 降雨強度 降雨強度

(mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

0-10 7.5 0-10 10.8 0-10 77.0 0-10 10.6

10-20 7.5 10-20 11.0 10-20 51.3 10-20 10.5

20-30 7.6 20-30 11.2 20-30 40.9 20-30 10.3

30-40 7.6 30-40 11.4 30-40 35.0 30-40 10.2

40-50 7.7 40-50 11.6 40-50 31.0 40-50 10.0

50-60 7.8 50-60 11.8 50-60 28.1 50-60 9.9

0-10 7.8 0-10 12.0 0-10 25.9 0-10 9.8

10-20 7.9 10-20 12.2 10-20 24.1 10-20 9.7

20-30 8.0 20-30 12.4 20-30 22.6 20-30 9.6

30-40 8.0 30-40 12.7 30-40 21.3 30-40 9.4

40-50 8.1 40-50 12.9 40-50 20.3 40-50 9.3

50-60 8.2 50-60 13.2 50-60 19.4 50-60 9.2

0-10 8.2 0-10 13.5 0-10 18.5 0-10 9.1

10-20 8.3 10-20 13.8 10-20 17.8 10-20 9.0

20-30 8.4 20-30 14.2 20-30 17.2 20-30 8.9

30-40 8.5 30-40 14.5 30-40 16.6 30-40 8.8

40-50 8.5 40-50 14.9 40-50 16.1 40-50 8.8

50-60 8.6 50-60 15.4 50-60 15.6 50-60 8.7

0-10 8.7 0-10 15.8 0-10 15.1 0-10 8.6

10-20 8.8 10-20 16.3 10-20 14.7 10-20 8.5

20-30 8.9 20-30 16.9 20-30 14.3 20-30 8.4

30-40 9.0 30-40 17.5 30-40 14.0 30-40 8.3

40-50 9.1 40-50 18.2 40-50 13.7 40-50 8.3

50-60 9.2 50-60 18.9 50-60 13.4 50-60 8.2

0-10 9.3 0-10 19.8 0-10 13.1 0-10 8.1

10-20 9.4 10-20 20.8 10-20 12.8 10-20 8.1

20-30 9.5 20-30 21.9 20-30 12.5 20-30 8.0

30-40 9.6 30-40 23.3 30-40 12.3 30-40 7.9

40-50 9.7 40-50 24.9 40-50 12.1 40-50 7.9

50-60 9.8 50-60 26.9 50-60 11.9 50-60 7.8

0-10 10.0 0-10 29.4 0-10 11.7 0-10 7.7

10-20 10.1 10-20 32.8 10-20 11.5 10-20 7.7

20-30 10.2 20-30 37.6 20-30 11.3 20-30 7.6

30-40 10.4 30-40 45.3 30-40 11.1 30-40 7.6

40-50 10.5 40-50 60.4 40-50 10.9 40-50 7.5

50-60 10.7 50-60 134.6 50-60 10.8 50-60 7.4

r=b/(t^n+a)　 ,r:降雨強度(mm/hr)   ,t:降雨継続時間(分), ,b=743.0 ,n=0.53a=2.130

時 分

12

13

14

5

時 分

0

1

24 時 間 総 雨 量 ：

最大時間降雨強度(1時間)：

最大時間降雨強度(10分間)：

分

6

7

2

3

4

17

時

21

22

23

8

9

10

11

時 分

18

19

20

15

16
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参考資料３ 流出係数

流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を
定める告示（平成16年国土交通省告示第521号）

第1 特定都市河川浸水被害対策法施行規則（平成16年国土交通省令第64号）第10条第3項に規定

する流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数（以下「流出係
数」という｡）は、別表1から別表4までの上欄に掲げる土地利用の形態の区分に応じ、これらの

表の下欄に掲げる値とする。

第2 前項に定める流出係数により難いときは、前項の規定にかかわらず、当該雨水浸透阻害行為

を行おうとする区域における雨水の流出試験（以下「現場試験」という｡）により得られた値を

用いることができる。この場合において、現場試験の方法は、国土交通大臣が別に定める方法

によるものとする。

別表1 特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号｡以下「法」という｡）第2条第9項
に規定する「宅地等」に該当する土地（法第9条第1号関係）

土地利用の形態 流出係数

宅地 0.90

池沼 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路（法面を有しないものに限る｡） 0.90

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流

道路（法面を有するものに限る｡） 出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数

は0.40とする｡）及び法面以外の土地（流出係数は0.90とする｡）

の面積により加重平均して算出される値

鉄道線路（法面を有しないものに限る｡） 0.90

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流

鉄道線路（法面を有するものに限る｡） 出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数

は0.40とする｡）及び法面以外の土地（流出係数は0.90とする｡）

の面積により加重平均して算出される値

飛行場（法面を有しないものに限る｡） 0.90

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面の流

飛行場（法面を有するものに限る｡） 出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆われた法面の流出係数

は0.40とする｡）及び法面以外の土地（流出係数は0.90とする｡）

の面積により加重平均して算出される値

別表2 舗装された土地（法第9条第2号関係）
土地利用の形態 流出係数

コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く｡） 0.95

コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 1.00

別表3 その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地
（法第9条第3号関係）

土地利用の形態 流出係数

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る｡） 0.50

運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴う 0.80

ものに限る｡）

ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 0.50

別表4 別表1から別表3までに掲げる土地以外の土地
土地利用の形態 流出係数

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた法面 0.40

林地、耕地、原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いて 0.20

締め固められていない土地
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　　　　　　参考資料４  土地利用区分
                        （雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針
                         （新川・境川[逢妻川]・猿渡川流域編）より抜粋）　　　　　　
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　 参考資料５

調 整 池
設 置 基 準
該 当 開 発 区 域

市街化区域内 新市街化区域内※２ 市街化区域内 新市街化区域内※２

該 当 開 発 行 為 Ａ≧0.10ha 全ての区域
の 開 発 面 積 （特定都市河川浸水被害対策法による）

Ａ＜0.10ha
（愛知県条例第84号による）

該 当 調 整 池 の 下流法河川の現況流下能力 1/30降雨に対する開発後の Ａ≧0.10haの開発について 市街化区域内の条件を満た
能 力 基 準 が、５年確率降雨未満の場 流出量を、開発前の流出量 は、1/10降雨に対する開発 す容量、かつ1/30降雨に対

合は、1/5 降雨に対する開 まで調整でき、かつ1/3 降 後の流出量を、開発前の流 する開発後の流出量を、開
発後の流出量を、開発前の 雨に対する開発後流出量を 出量まで調整できる容量。 発前の流出量まで調整でき
流出量まで調整できる容量。 調整池下流の現状における Ａ＜0.10haの開発について 1/3 降雨に対する開発後の
（下流法河川が1/5 降雨に 流下能力相当まで調整でき は、特定都市河川浸水被害 流出量を、調整池下流の現
対応する能力を確保するま る容量。 対策法に基づく許可を要す 状における流下能力相当ま
での暫定設置） る雨水浸透阻害行為の規模 で調整できる容量。

等を定める条例に基づく技 （1/10降雨に対する開発後
術的基準による容量。 の流出量が、開発前の流出

量まで調整されているかに
ついても確認）

該 当 法 令 等 土地区画整理事業における調整池設置指導基準

担 当 部 局
備 考 区画整理事業の計画協議、事前協議にて、必要調整能力を決定している。

　　※1 一般流域とは、新川および境川・猿渡川特定都市河川流域を除く流域をいう。
　　※2 市街化調整区域内において地区計画を定めて土地区画整理事業を行う地区も含む。

洪水流量の計算： 合理式
容量計算： 厳密計算法
洪水到達時間： １０分
降雨強度式： 「愛知県の確率降雨」を用いた基準降雨
流出係数： 平成16年国土交通省告示第521号
許容放流量： 現況流出量

特定都市河川浸水被害対策法

土地区画整理施行地区

一般流域
※1

河川課・都市整備課

土地区画整理事業における調整池設置指導基準

開発に伴う調整池設置基準

新川および境川・猿渡川特定都市河川流域

土地区画整理事業における調整池設置指導基準

全ての区域
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１０－２ 土地区画整理事業における区画道路の舗装構成について 

（平成 24年３月 16日付け 23都整第 342 号 各建設事務所長宛て 建設部長通知） 

このことについては、平成８年８月１日付け８都整第１３９号で通知し、運用されてきたところ

ですが、「舗装設計施工指針（日本道路協会）」「道路構造の手引き（愛知県）」等の改定を受け、下

記のように改正しますので適正な取扱いをしてください。 

この通知の適用は、平成２４年４月１日からとし、平成８年８月１日付け８都整第１３９号、平

成１１年１１月２６日付け１１都整第１８１号については、同日をもって廃止します。 

なお、貴管内市町村、土地区画整理組合等に対しても、この旨周知してください。 

 

記 

 

１ 区画道路の舗装構成の決定 

   「舗装設計施工指針（日本道路協会）」、「舗装設計便覧（日本道路協会）」、「道路構造の手

引き（愛知県）」等を参考に、将来の土地利用、現場条件、経済性等を勘案の上、将来道路管

理者と協議し、決定するものとする。 

   また、交通量区分のＫ交通は廃止する。 

 

２ 例外措置 

  既にＫ交通適用地区で、次の場合等については継続適用を妨げない。 

（１） 将来道路管理者と協議の結果、継続適用することが適当であると判断された場合 

（２） 既に下層路盤等が施行済であり、手戻りが生じる場合 
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１０－３ 自然環境への配慮 

事業実施にあたっては、「自然環境の保全と再生のガイドライン」（令和４年４月改訂）及び「生

態系ネットワークチェックリスト（A.開発事業用）」を活用して、自然環境に配慮すること。 

なお、ガイドライン及びチェックリストは、以下の URL からダウンロード可能。 

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/0000068787.html 

 

（１）構想・計画段階では、次の点に配慮する。 

 

a）資料（事業地周辺でこれまでに実施された自然環境調査、生物多様性地域戦略などの関

連行政計画）による下調べ、地域の市民団体や学識者へのヒアリングなどから、事業予

定地及び周辺の植生、動植物の生息生育状況を把握する。 

事業を行う場合には、あわせて、基盤となる土地条件（地形、地質、土壌、水系、土

地利用など）、関連法指定、過去の土地利用などを把握する。 

 

b）事業実施の目途が立った段階で、現地調査を実施し、植生及び動植物の生息生育状況を

把握する。 

特に、国や県のレッドデータブックに掲載されている絶滅危惧種の生息生育状況を把

握しておくことが重要である。 

 

c）生物の生息生育空間の創出や保全活動においては、目標種を設定し、目標種の生息生育

に適した環境を目標環境とすることが望ましい。目標種が生息生育している場合には目

標が達成されたことになり、取組の成果もわかりやすくなる。 

 

■目標種の候補となる生きもの例 

○生態系ネットワークの指標種 

生態系ネットワークを検討する際に役立つ種である。 

○希少種 

レッドデータブックに記載されている種である。生息場所の減少や生息環境の悪

化が進んでいることから、生息生育場所の保全・再生・創出を図ることには意義

がある。ただし、他地域からの導入を行わないことや、増やすことのみを目指す

養殖場所にならないよう注意する必要がある。 

 

a）資料やヒアリングなどから、事業予定地及び周辺の植生、動植物の生息生育

状況、基盤となる土地条件を把握する。 

b）現地調査を実施し、事業予定地及び周辺の植生や動植物の生息生育状況を把

握する。 

c）目標種や目標環境を設定する。 

d）自然の把握や、生態系ネットワーク上の位置づけなどを事業内容に反映する。 

e）回避・最小化・代償の順に自然の保全対策を検討する。 

f）植栽に在来種を活用することを検討する。 
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○高次消費者 

生態系の食う、食われるという関係の上位に位置する種である。本種の生息生育

環境を守ることでその生息生育を支える豊かな自然が守られる種である。 

○象徴種 

地域の歴史・文化とかかわりの深い（たとえば知多半島のキツネ（ごん狐））や、

姿や鳴き声が美しい、面白い形をしている、馴染み深いなど多くの人が興味を持

つ種で、多くの人に共感が得られる種である。 

 

d）自然の把握や、生態系ネットワーク上の位置づけなどから、その場所にふさわしい自然

環境を検討して、事業計画に反映する。検討の視点を以下に示す。 

○再生・創出しようとしている自然は、生態系ネットワークの形成から考えてふさわし

い自然であるか。 

生態系ネットワークの形成に役立つように、保全、再生、創出する自然環境を検

討する。周辺に水辺がなく森がある場所で、敷地内に池や湿地でなく、森をつくれ

ば森を利用する鳥の移動や生息生育に役立つ。 

○再生・創出しようとしている自然は、その場所の景観にふさわしいものであるか。 

景観は、地域の地形、地質などを基盤としながら、地域の生産・生活様式を反映

してかたちづくられてきたもので、地域に暮らす人々の地元への愛着の源になって

いる。再生・創出する自然は、こうした地域の文化と調和されたものとなるように

配慮する。その場合には、特に基盤となる土壌の保全や、地形にあった自然の創出

などが重要である。景観に配慮することで、再生・創出する自然を、人にとっても

生きものにとってもより良いものにすることができる。 

 

e）自然環境への影響を低減させるため、回避・最小化・代償の順に自然の保全対策を検討

する。 

特に、事業計画地内に希少種が集中して生息生育している場合や、生態系ネットワー

クの拠点や回廊などがあり、事業によって生態系ネットワークの分断が予測される場合

には、回避・最小化について十分に検討する。検討にあたっては、可能な限り複数案を

比較する。 

 

f）地域の自然を見本として、植栽には地域の在来種を活用することで、生物の生息生育空

間としての質の向上を図る。 

同じ種類の樹木であっても、地域ごとに形や性質が異なる可能性があることから、植

物を植栽する際は、その地域に自生している個体から採取した種子や増殖した苗木を用

いたり、造成前の自然地の表土を活用するなど、遺伝子レベルの生物多様性を守るため

の配慮をすることが望まれる。 

使用する種子や苗木は、植栽場所から極力近い場所に生育していた個体から採取したも

のが良く、少なくとも植栽場所の位置する河川流域であることが望まれる。 
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（２）設計・施工段階では、次の点に配慮する。 

 

a）生物の生息生育空間をできるだけ確保する方法や、移動をできるだけ妨げない構造物に

ついて検討する。 

植栽についても、生物の生息生育に配慮して、自然に見られる林に近い樹種構成や構造

になるようにする。 

造成を行う場合に、表土を一時的に仮置きして、その形質や微生物などの生息生育条件

を保全する等の配慮を加え、造成後に戻すなど、表土の保全を図るようにする。 

生物にとっては、水域と林、林と草地、草地と水域などの異なる環境が接し、移り変わ

っていく場所（エコトーン）が重要であるため、構造物を土で覆うなどの方法により、

そうした場所を消失しないようにする。 

 

■生物の生息生育に配慮した構造物や植栽の例 

 

落ちた小動物が這い出せる側溝 

  

アンダーパス オーバーブリッジ 

生物の移動に配慮した構造物 

 

a）生物の生息生育に配慮した構造物や植栽方法などを検討する。 

b）地域住民や企業の参加による植樹などを実施する。 

c）施工時の濁水の流出防止や、工事用道路による影響の最小化など、施工時の

影響軽減などの対策を検討、実施する。 

d）継続的な管理を行うための管理計画を策定する。 
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■生物の生息生育に配慮した構造物や植栽の例 

 

昆虫が誘引される紫外線の発生が少ない照明を選定し、生物への影響を抑制する 

 

地域に見られる二次林をモデルにした、在来種による多層構造を持った樹林地 

 

浅い水辺で産卵し、草地や森で成熟するアカガエルのためにエコトーンを再生する方法 

  

紫外線の発生が少ない 

（昆虫を誘引しない） 

水銀 

ランプ 

蛍光 

ランプ 
白色 

LED 

高圧ナト

リウム 

ランプ 
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b）植樹などの際に、地域住民や企業従業員に参加してもらうことによって、生物の生息生育空

間の保全や創出、生態系ネットワークなどへの意識や、自然への愛着を高める。 

 

c）施工時の生きものへの悪影響が極力少なくなるような対策を行う。 

 

d）目標環境を実現・維持するため、施工終了後に必要とされる管理内容と管理スケジュー

ル、管理主体が記載された管理計画を策定する。 

管理計画には、施工終了から２・３年後に再度チェックリストを提出することを記載す

ることが望まれる。 
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１０－４ 市町村認可の土地区画整理事業について 

（１）概要 

行政改革の一環として行政手続きの簡素化が急務となっており、土地区画整理事業につい

ても、認可事務等の簡素化、合理化を推進することとした。ここでは、区画整理の技術的側面

の簡素化について述べることとする。 

 

中核市、施行時特例市及び愛知県事務処理特例条例により事務の移譲を受けた市町村（以下、

「事務移譲団体」という。）で行う個人・組合施行の土地区画整理事業（事務移譲団体にあっ

ては、事業規模が５ha 未満のもの）については、県都市整備課との設立認可事前協議を省略

することとしている。 

ただし、国庫補助※1予定地区、県管理となる施設を含む地区、市街化編入を伴う地区等につ

いては、県と計画協議を行うこととする。 

これらの事務手続きについては、平成 14 年２月５日付け 13 都整第 118 号で中核市長及び

特例市長宛てに通知しているが、事務移譲団体においても、事業規模が５ha 未満の土地区画

整理事業が実施される場合には、これを準用することとする。 

具体的な事務の流れについては、表－１を参照すること。 

（補足） 

市町村が認可しようとする個人・組合事業が、道路、河川等、地区内外の県管理施設に影響

を及ぼす恐れがある場合や、将来用途地域の変更を必要とする場合など、認可後に県との調整

が生じる可能性がある場合には、事業の円滑化を図るため、あらかじめ県と協議を行っておく

べきである。こうした観点から、認可権者の市町村の責務として、認可前の適切な時期に県建

設事務所維持管理課等と事前協議を行い、調整を終えたうえで認可すべきと考える。 

なお、認可事務が市町村に移譲されていることから、県都市整備課は、この事前協議に関し

て土地区画整理事業所管課としての関与が原則できない。そのため、認可権者の市町村が、も

しくは設立認可申請者が市町村を通じて、県建設事務所維持管理課等と直接協議することと

する。ただし、その手続き方法等について疑義が生じた場合には、必要に応じ県都市整備課又

は建設事務所土地区画整理事業所管課に相談すること。 

※1：社会資本整備総合交付金（道路事業） 

 

○中核市、施行時特例市及び事務移譲団体（令和５年４月１日現在） 

※豊橋市、※岡崎市、※一宮市、瀬戸市、半田市、＊春日井市、豊川市、津島市、刈谷市、 

※豊田市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、岩倉市、田原市、 

北名古屋市、幸田町  計 21団体（建制順） ※は中核市、＊は施行時特例市 
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認可 認可 認可 認可

（市町村）

市町村へ
本申請

（市町村） （市町村） （県） （県）

（県）

本申請

（県）

本申請

（市町村）

市町村へ
本申請

（県） （県）

（県） （県）

事前協議 事前協議

計画協議要件
合致地区

計画協議要件
非合致地区

計画協議要件
合致地区

計画協議要件
非合致地区

計画協議
計画協議
（任意）

計画協議
計画協議
（任意）

（県） （県）

事務移譲団体中核市及び
施行時特例市

事務移譲されていない
市町村事業規模５ha未満 事業規模５ha以上

表－１　組合等土地区画整理事業に係る認可事務等の市町村への移譲に伴う事務の流れ
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※社会資本整備総合交付金（道路事業） 

※現在は都市・交通局都市基盤部 

※現在は都市・交通局都市基盤部 

（２）通知文について 

※本通知文中の「特例市」は「施行時特例市」と読み替えること 

中核市及び特例市における組合等土地区画整理事業について 

（平成 14年２月５日付け 13都整第 118 号 中核市長・特例市長宛て建設部長通知） 

中核市及び特例市における個人または組合施行の土地区画整理事業については、土地区画整理法

に基づく事務のすべて（但し、賦課金の滞納処分等の認可事務は除く。）は土地区画整理法第 136

条の 3 の規定に基づき市長が行うものとされておりますが、県内の土地区画整理事業の現状を把

握する必要があるため、中核市及び特例市の市長が認可する土地区画整理事業については、今後別

添のとおり取り扱うこととします。 

 

中核市及び特例市における組合等土地区画整理事業について 

 

中核市及び特例市において、市長が認可する個人または組合施行の土地区画整理事業（以下、「土

地区画整理事業」という。）における計画協議等については、今後、下記のとおり取り扱うことと

します。 

 

記 

１ 計画協議について 

１）施行面積に関わらず、道路特別会計予算による国庫補助※を予定していない地区、将来県管

理となる公共施設（道路、河川、公園等）を含まない地区、市街化編入、都市計画道路（県決

定）又は施行区域の都市計画決定を行わない地区については、計画協議は不要とします。下打

ち合わせも要しません。※ただし、「施行予定地区報告書」の提出を要する。（第３章土地区画

整理事業計画協議の項を参照） 

２） 上記１に該当しない地区については、従来どおり計画協議を行うこととします。 

２ 都市計画決定手続について 

計画協議が整った段階で、都市計画決定手続に着手するものとします。 

３ 事業計画について 

１）事業計画を決定する前に、県関係各課等と以下のとおり協議を行うこととします。 

  ア 区画整理補助金については、愛知県建設部※都市整備課と協議を行うこと。 

  イ 県管理施設の取扱いについては、管轄する県建設事務所と協議を行うこと。 

  ウ 地区の３パーセント以上の公園を確保しない場合、あるいは将来公園を都市計画決定する

場合は、愛知県建設部※公園緑地課と協議を行うこと。 

  エ 排水計画については、市が独自に開発指導基準を設け、市の全責任で指導することが好ま

しいが、市の体制が整備されるまでを考慮して、次のとおり取り扱うこと。 

   ア）市の体制が整うまでの取扱い 

     調整池の設置等、排水計画を策定するにあたり、下流河川の改修計画、改修状況等の情

報が必要となるので、法河川流域の土地区画整理事業においては、管轄する県建設事務所

と協議を行うこと。 
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   イ）市の体制が整備された時の取扱い 

     以下に該当する土地区画整理事業は、市の体制が整備されたものとし、上記ア）の調整

は要しないものとします。ただし、河川改修状況や改修計画について河川管理者（県建設

事務所）からの聞き取りは必要とします。 

    ａ 河川法第 16 条の 3 により行う都市基盤河川改修事業の実施区間に排水する土地区画

整理事業で、都市基盤河川改修事業を実施する市と土地区画整理事業を指導監督する市

が同じ市における土地区画整理事業。 

    ｂ 治水対策を内容とする開発指導基準等を市独自で作成し、この基準等で市が治水対策

の指導を行う土地区画整理事業。ただし、治水対策を内容とする開発指導基準は、治水

安全度 1/5 以上の治水安全度を有するもので、河川管理者との調整が整ったものとしま

す。 

２）土地区画整理法第 136 条に基づく県農業会議の意見聴取については、市長が諮問することと

なりますが、農業会議での説明は愛知県建設部都市整備課が行うものとします。※2 

３）施行者が事業計画（案）を作成したら、速やかに（同意書の取りまとめを行う場合は、それ

以前に）様式第１により管轄する県建設事務所を経由して関係図書を提出するものとします。

(添付図書については、都市整備課より河川課に報告するので 2部提出すること) 

４）市長又は施行者が認可（処分）等を行った場合には、速やかに様式第２により管轄する県建

設事務所を経由して報告するものとします。 

 

※２ 土地区画整理法第 136 条の改正（平成 27 年９月４日）に伴い、認可権者による意見聴取先が都道府県

農業会議から農業委員会に変更されたため、意見聴取は認可権者である市長が農業委員会に行うこと

となった。 
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様式第１ 

第     号  

年  月  日  

 

愛知県都市・交通局長 殿 

 

○○市長 ○○ ○○     

 

 

○○土地区画整理事業にかかる図書について(送付) 

 

○○土地区画整理事業の施行予定者が事業計画（案）を作成しましたので、下記の図書を提

出します。 

 

記 

 

１．総括表 

２．位置図 

３．区画整理設計図 

４．排水計画図（計算書含む） 
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㎡

人 ％ ㎡

人 ％ ㎡

㏊ 人 ％ ㎡

筆 前 ％ 後 ％

戸 ％

㏊ 戸 人

円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

内訳

円

㎡ ％

㎡ ％

施 行 地 区 概 要

整　　　理　　　前 事　　　業　　　計　　　画

施　行　期　間　（予　定）

平 成 年 度 ～ 平 成 年 度

施　　行　　面　　積

公 管 金 市 単 独 費保 留 地 処 分 金

保 留 地 割 合
Ｒ ／ Ｒ max

事業単価（円／㎡）

そ の 他

施　　行　　者　　名

所 有 権 者 数

借 地 権 者 数

地 区 人 口

緑 地

財 源 内 訳

公 園 ・ 緑 地

公 園

面 積

備 考

地 区 内 計 画 人 口

減

歩

率

公 共 用 地 率

公 共

保 留 地

合 算

年 月 日

都　　市　　名

市 街 化 区 域 編入

年 月 日

都市計画決定

年 月 日

年 月 日

筆 数

建 物 戸 数

要 移 転 建 物 戸 数

促進区域計画決定

設 立 認 可 予 定日

単 価 （ 円 ／ ㎡ ）

その他特記事項

総 事 業 費 基 本 事 業 費

割 合
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様式第２ 

第     号  

年  月  日  

 

愛知県都市・交通局長 殿 

 

○○市長 ○○ ○○     

 

 

○○土地区画整理事業の認可（処分）等について（報告） 

 

このことについて、下記のとおり認可（処分）等を行いました。 

 

記 

 

１．施行者名 

２．認可（処分）等の内容 

３．認可（処分）等の年月日 

４．添付書類 

・公告の写し 

・変更理由書（軽微な変更な場合は、軽変と記載） 

・総会（総代会）議事録 

・関係図書 

・処分の写し（例を一部） 

・その他（参考となる図書等） 

 

（注） 

・「別紙」（１）～（20）の認可（処分）等を行った場合に報告すること。 

・認可等の内容は（１）～（20）のうちで「 」で囲んである文面を記入すること。 

・公告の写しは（１）～（９）、（18）～（20）の場合に添付すること。 

・変更理由書は変更の場合のみ添付する。 

・関係図書は（２）及び（８）の場合に、位置図、区画整理設計図、排水計画図を添付

する。この場合に施行面積、減歩率、公共用地率、施行年度、事業費、財源内訳が変

更となるときはその内容がわかるようにすること（様式は適宜）。 

・（９）の場合には、残余財産処分方法（案）を添付すること。 

・（１０）の場合には、残余財産処分の明細を添付すること。 

・その他には（６）の場合には同意率（様式は適宜） 
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「別紙」 

 

報告すべき認可（処分）等一覧表 

 

（１）法第４条第１項の「施行の認可」 

（２）法第 10条第１項の「事業計画の変更の認可」 

（３）法第 11条第４項の「施行者の変動による規約の認可」 

（４）法第 11条の７項の「施行者の変動による届け出の受理」 

（５）法第 13条第１項の「土地区画整理事業の廃止及び終了の認可」 

（６）法第 14条第１項の「設立の認可」 

（７）法第 14条第２項の「設立の認可」及び同条第３項の「事業計画の認可」 

（８）法第 39条第１項の「定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可」 

（９）法第 45条第２項の「解散の認可」 

（10）法第 49条の「決算報告の承認」 

（11）法第 86条第１項の「換地計画の認可」 

（12）法第 97条第１項の「換地計画の変更認可」 

（13）施行者が法第 98条第１項の「仮換地の指定又は権利の指定」 

（14）施行者が法第 99条第２項の「使用収益の開始」 

（15）施行者が法第 100 条第１項の「使用収益の停止」 

（16）施行者が法第 102 条第１項の「仮清算」 

（17）施行者が法第 103 条第１項の「換地処分」 

（18）法第 103 条第３項の「換地処分の届け出の受理」 

（19）法第 124 条第２項の「施行の認可の取消」 

（20）法第 125 条第４項の「設立の認可の取消」 
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１０－５ 国庫補助事業等の国への交付申請について 

国への交付申請書の作成は、社会資本整備総合交付金については、「社会資本整備総合交付金交

付申請等要領」、個別補助事業については、「都市局所管国庫補助金交付申請等要領」による。詳細

については、「都市局所管補助事業実務必携」を参照すること。 

 

１０－６ 組合等土地区画整理事業補助金の県への交付申請について 

県への交付申請は、組合等区画整理事業補助金交付要綱及び取扱要領による。手続きの流れを表

１０-１に示す。なお、上記要綱及び要領に記載の事務費については、「組合等土地区画整理補助金

の取り扱いについて（平成 22 年 4 月 1 日付け建設部長（通知））」により、現在は補助の対象外と

なっている。 

表１０-１ 組合施行における国庫補助事業に関するフロー 

 国 県庁 建設事務所 市町村 組合等

予算成立 国への交付申請書

内示 通知 通知 通知 作成

審査 提出   審査 審査 副申 提出

【次頁 様式１】
(国費を除いた額の1/2の事業
費を市町村が負担)

交付決定通知 箇所指定 箇所決定通知 通知 補助金交付申請書作成

【要領 様式１】 【要綱 様式第１】

  実施設計書作成

【要綱 様式第２】

審査 提出   審査 提出

交付決定通知 通知 実施設計協議書作成

【要綱 様式第３】 【要領 様式８】
(要領第５条第２項に規定する対
象工法等を採用する場合)

協議内容審査 副申 協議

回答 回答 契約

【要領 様式8-1】 （※「着手届」提出以降は記
載を省略）

負担金協定協議書

送付 (9月頃)

【次頁 様式2】
回答

納入通知書送付 納入
第1回納入：10月頃

第2回納入：3月頃

表１０-１ 組合等施行における国庫補助事業に関するフロー
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〇〇第〇〇号  

〇〇年〇〇月〇〇日  

 

愛知県知事 殿 

 

〇〇市町村長 〇〇〇〇 

 

○○年度社会資本整備総合交付金交付申請について（副申） 

 

 〇〇年〇月○日付け〇〇〇〇号で〇〇組合理事長〇〇〇〇から別添のとおり申請があり

ました。 

 内容を審査したところ、適正と認められます。 

 なお、補助基本額から国費を除いた額の１／２の事業費については、当市で負担します。 

 

 

 道路交通の安全と円滑化及び沿道の環境改善による魅力ある市街地の形成  

（１５－Ａ－○ 〇〇〇〇） 
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様式１



補助対象
事業費 国庫補助金 甲 乙

円 円 円 円 乙は、補助対象事

○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ 業費の10分の2.5

（旧地活金分）

　（負担金の支払）

金 ○ ○ ○ ○ 円

　（負担金の変更及び精算）

　（雑　則）

　　　　　年　　　月　　　日

住　所

甲 愛知県

代表者

住　所

乙 市町村

代表者

第 ４ 条 こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 、 乙
協 議 の う え 、 こ れ を 決 定 す る も の と す る 。

こ の 協 定 の 証 と し て 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 、 乙 各 １ 通 を 保 有 す る 。

と し 、 そ の 納 期 限 は 〇 〇 年 〇 月 〇 日 と す る 。
３ 第 ２ 回 の 納 入 負 担 金 額 は 乙 の 負 担 額 か ら 第 １ 回 の 納 入 額 を 控 除 し た 額 と し 、 そ

の 納 期 限 は 、 〇 〇 年 〇 月 〇 日 と す る 。

第 ３ 条 国 の 補 助 対 象 事 業 費 の 変 更 そ の 他 の 理 由 に よ り 第 １ 条 に 定 め る 負 担 金 の 変
更 を 必 要 と す る 場 合 は 、 甲 、 乙 協 議 の う え 変 更 す る も の と す る 。

２ 甲は、 事業実 施の翌 年度 に精 算書 を 作成 のう え 乙に提 出し 、 精算する も のと する。

第１条 費用の負担割合は、下表のとおりとする。

内　　　　　　　　　　訳
負担割合

第２条 乙は、前条に定め る負 担割合による 負担 額を 協定 締結後、 甲の 代表者が発行
する納入通知書により納付するものとする。

２ 第 １ 回 の 納 入 負 担 額 は 、 乙 の 負 担 金 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 、

協　　　　定　　　　書

愛 知 県 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） と ○ ○ 市 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） は 、 〇 〇 〇 〇
土 地 区 画 整 理 組 合 が 施 行 す る 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 に 対 し て 甲 が
〇 〇 年 度 に 行 う 補 助 に 要 す る 費 用 （ 以 下 「 費 用 」 と い う 。 ） の 負 担 に つ い て 、
次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。
　（費用の負担）
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様式２



組合等土地区画整理事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１ 組合等土地区画整理補助金（以下「補助金」という。）は、都市計画区域内の土地について、

公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119

号。以下「法」という。）第３条第１項に規定する個人施行者の内農住組合（大都市地域にお

ける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号。以下「大都市

法」という。）第 10 条の規定に基づき施行する特定土地区画整理事業（以下「特定土地区画整

理事業」という。）を施行するものに限る。）、同条第２項に規定する土地区画整理組合及び

法第３条の２に規定する独立行政法人都市再生機構、または、土地区画整理組合の設立に必要

な数の地権者（施行予定地区内の宅地について所有権または借地権を有する者）が参加してい

る準備組織（以下「組合等」という。）が施行する土地区画整理事業の実施に要する経費に対

し、予算の範囲内において組合等に交付するものとし、その交付に関しては、愛知県補助金等

交付規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助の対象） 

第２ 補助の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、組合等が特定

土地区画整理事業若しくは大都市法第２条に規定する大都市地域（以下「大都市地域」という。）

の周辺部で施行される土地区画整理事業のうち同法第３条の３第２項第４号に規定する住宅及

び住宅地の供給を重点的に図るべき地域（以下「重点供給地域」という。）において施行され

る住宅及び住宅地の供給に資する事業、または、独立行政法人都市再生機構が施行する土地区

画整理事業にあっては、第１号、第２号及び第３号に該当すれば足りるものとする。 

(1) 組合等が法第３条の４の規定に基づき、都市計画事業として施行するもの。 

(2) 施行地区の面積が 10 ヘクタール以上（直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に係る

又は隣接する区域に存する地区、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第 14 号）第５

条第１項の規定による被災市街地復興推進地域内の地区にあっては２ヘクタール以上とす

る。）であるもの。 

(3) 国の街路事業の採択基準に適合する都市計画道路の新設又は改築を含む地区であるもの。 

(4) 当該事業の施行後における道路、広場、公園、緑地及び河川等公共の用に供する土地の面

積の合計が施行地区の面積のおおむね 25 パーセント以上となるもの。 

(5) 施行地区の面積が 20 ヘクタール未満のもの（国土交通大臣が指定する宅地開発誘導道路を

含む一定の土地の区域で施行される事業は除く。）にあっては、施行地区内の都市計画にお

いて定められた道路で幅員 12 メートル以上の道路を用地買収方式により整備することとし

て積算した事業費（以下「用地買収方式事業費」という。）が当該土地区画整理事業の総事

業費の三分の一以上であるもの。 

 

 ２ 法第 120 条の規定に基づき、国の街路事業の採択基準に適合する都市計画道路（国の補助す

る街路事業に限る。）に係る公共施設管理者負担金を受け、又は受けようとする場合は、補助
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の対象としない。 

 

（補助対象の範囲及び補助基本額） 

第３ 補助の対象となる範囲は、次表に掲げる工種について知事が認める範囲内とする。 

 

事業費内訳 

 

 経費区分 

 

 工 種 

 

種     別 

 

工 事 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 工 事 費 

 

 

 

 

 

測 量 及 び 

試 験 費 

補 償 費 

 

 

機械器具費 

営 繕 費 

換 地 諸 費 

 

道路築造 

 

舗  装 

整  地 

河川水路 

公  園 

調査設計 

 

移  転 

移  設 

 

 

 

調査設計 

 

土工（切土、盛土等）、敷砂利、排水施設、橋梁、 

立体交差、植樹、交通安全施設 

道路、広場 

宅地整地 

河川、水路 

公園 

測量及び試験費 

文化財等調査費 

建築物、工作物、墓地 

電柱、鉄軌道、上水道及びガス、下水道、工業用水道 

及びかんがい用排水施設、電信電話線の移設、高圧線 

 

 

換地諸費 

 

 ２ 補助金の額は、当該事業に要する総事業費から次の各号に掲げる保留地処分金等の合計額を

控除した額（以下「補助基本額」という。）以内とする。ただし、補助基本額が用地買収方式

事業費を超えるときは、当該用地買収方式事業費の額を限度とする。 

(1) 保留地処分金 

(2) 国道及び河川等の公共施設管理者負担金 

(3) 賦課金 

(4) その他 

 

（補助金の交付申請） 

第４ 規則第３条の規定による申請書及び添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、正副２通を

提出するものとする。 

(1) 組合等土地区画整理事業補助金交付申請書（様式第１） 

(2) 実施設計書（様式第２） 

(3) その他別に定める書類 

 ２ 前項の規定による申請書の提出期日は、別に通知する日とする。 
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（補助金の交付の決定の通知） 

第５ 規則第６条の規定による補助事業者への通知は、組合等土地区画整理事業補助金交付決定通

知書（様式第３）によるものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６ 規則第７条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から

10 日以内とし、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（工事の着手届） 

第７ 補助事業者が補助事業に着手したときは、工事着手届（様式第４）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（計画変更の承認） 

第８ 補助事業者は、補助事業について次の各号に掲げる内容を変更しようとする場合は、あらか

じめ組合等土地区画整理補助事業変更承認申請書（様式第５）に関係書類を添えて知事に提出

し、その承認を受けなければならない。 

ただし、補助金交付決定額に変更を生ずる場合には、組合等土地区画整理事業補助金変更交

付申請書（様式第１）によるものとする。 

(1) 重要な構造及び工法又は工事箇所の変更 

(2) 本工事費の工種別金額について 30 パーセントを超える増減をする場合 

(3) 本工事費、測量試験費、補償費等の相互間の流用で流用先の経費の 30 パーセントを超える

変更 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ組合等土地区

画整理事業補助金変更交付申請書（様式第１)に関係書類を添えて知事に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（事業遅延の報告） 

第 10 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理

由又は補助事業の遂行状況を記載した書類正副２部を知事に提出して、その指示を受けなけれ

ばならない。 

 

（実績報告） 

第 11 規則第 13 条の規定による実績報告書及び添付書類は、次の各号に定めるとおりとし、その

提出部数は、(1)及び(2)については正副２部、(3)から(9)については各１部とする。 

(1) 組合等土地区画整理補助事業実績報告書（様式第６） 

(2) 組合等土地区画整理補助事業清算書（様式第７） 
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(3) 組合等土地区画整理補助事業残存物件調書（様式第８） 

(4) 組合等土地区画整理補助事業発生物件調書（様式第９） 

(5) 組合等土地区画整理事業補助金交付決定通知書の写 

(6) 完了検査調書の写 

(7) 補助事業に関連する契約書の写 

(8) 工事にあっては完了後の写真 

(9) 物件移転補償にあっては移転前及び移転後の写真 

 ２ 前項の実績報告書の提出期限は、年度の末日又は補助事業の完了の日から起算して 1カ月を

経過した日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の交付） 

第 12 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要と認めたときは、その全部又は

一部を概算払により交付することができる。 

 

（検査等） 

第 13 知事は、補助事業者に対し補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査をすること

ができる。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

第 14 知事は、規則第 14 条の規定により補助金の額を確定したときは補助事業者に対し、組合等

土地区画整理事業補助金確定通知書（様式第 10）により通知するものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 15 規則第 20 条ただし書に規定する知事が定める期間は、「減価償却資産の耐用年数に関する

省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」に定められている期間又はそれに準ずるものと認められ

る期間とする。 

 ２ 規則第 20 条第２号に規定する知事の定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価 50

万円以上のものとする。 

 ３ 補助事業者が規則第 20 条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があった

ときは、知事はその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある。 

 

（書類の経由） 

第 16 この要綱により知事に提出する書類は、補助事業の施行地区を所管する市町村長及び建設事

務所長を経由しなければならない。 

 

（実施要領） 

第 17 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 
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（附 則） 

 この要綱は、昭和 55 年 4 月 1 日から適用する。 

 この要綱は、昭和 57 年 4 月 1 日から適用する。 

 この要綱は、平成 2 年 10 月 18 日から適用する。 

 この要綱は、平成 6 年 4 月 1 日から適用する。 

 この要綱は、平成 14 年 10 月 1 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日から適用する。 

 ただし、平成13年度分の補助金及び平成13年度から平成14年度に繰り越した補助金については、

なお従前の例による。 

 この要綱は、令和 3 年 1 月 1 日から適用する。 
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様式第１ 

第    号  

  年  月  日  

 

 愛知県知事  氏  名  殿 

 

                       市    
町    番地

 

                       郡 

 

 

組合等土地区画整理事業補助金（変更）交付申請書 

 

 組合等土地区画整理補助事業を別冊実施設計書のとおり施行したいから、次のとおり補助金を

交付してください。 

 

 事 業 名 

 

 

 

 施 行 地 区 

 

 

 

 

 

 事 業 費 

 

 

 

 

 実 施 事 業 費                      円 

 

 補助対象事業費                      円 

 

 

 補助金交付申請額 

 

 

 

 

(注)１ 当初申請（変更の字句を抹消又は削除して使用）のほかに、同一事業で同一箇所の補助

対象事業費（補助基本額）に変更があった場合に使用する。 

  ２ 変更の場合は、変更前を上段に（ ）書し、下段に変更後を記載する。 

  ３ 添付書類は、変更前と同一のものである場合及び廃止又は中止の場合は省略することが

できる。 
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 - 1 -

様式第２  

 

組合等土地区画整理補助事業実施設計書  

  １ 事 業 名 

   

  ２   施 行 地 区 

   

  ３ 事 業 費     金              円  

         補助金交付申請額             円  

                                                財源内訳  

                                借 入 金                    円  

         
組 合 単 独 負 担 金            円

  保留地処分金                  円  

                                その他（  ）           円  

   

  ４ 工 事 概 要 

 

  ５ 工 期 

               着手予定年月日           年  月  日  

               竣工予定年月日           年  月  日  

 

 

 

(注)１  この設計書には「要領」第２に規定する書類を添付すること。  

  ２  変更の場合は、変更前を上段に（  ）書し、下段に変更後を記載すること。  

 - 2 -

様式第２                    （裏       面）  

 

   

事 業 費 総 括 表 

 

 

費   目  

 

金   額  

 

摘     要  

 

工    事    費  

 

 

 

 

 

          本 工 事 費 

 

 

 

 

 

          測量及び試験費  

 

 

 

 

 

          補 償 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事    務    費  

 

 

 

 

 

計  

 

 

 

 

 

 

 

-335-



様式第３ 

第    号  

  年  月  日  

 

          様 

 

愛知県知事  氏   名  ㊞    

 

年度組合等土地区画整理事業補助金交付（変更）決定通知書 

 

     年  月  日付け  第  号で申請の組合等土地区画整理事業に対し、下記条件

を附して、次のとおり補助金を交付します。 

 おって、組合等土地区画整理事業補助金交付要綱第６に規定する申請取下げ期日は    年 

 月  日までとします。 

 

 事 業 名 

 

 

 

 施 行 地 区 

 

 

 

 

 

 事 業 費 

 

 

 

 

 実 施 事 業 費  金                  円 

 

 補助対象事業費  金                  円 

 

 

 補助金交付決定額  

 

 

          金                  円 

 

 

記 

（条 件） 

 １ この補助金の対象となる事業、その内容及び経費の配分は、交付申請書記載のとおりとす

る。 

 ２ 補助事業の実施にあたっては、組合等土地区画整理事業補助金交付要綱及び同取扱要領に

よるものとする。 

 ３ その他 
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様式第４ 

第    号  

  年  月  日  

 

 愛知県知事  氏  名  殿 

 

                       市    
町    番地

 

                       郡 

 

 

組合等土地区画整理補助事業着手届 

 

 下記のとおりお届けします。 

記 

 

 交付決定年月日番号  

 

年  月  日    第  号 

 

 事   業   名  

 

 

 

 施 行 地 区  

 

 

 

 
 実 施 設 計 額 

 

 

               本工事費         円 
 金          円  補 償 費         円 
               事 務 費         円 

 
 
 工       期 

 

 
 着  手      年   月   日 
                           日間 
 完了予定      年   月   日 

 

 工 事 施 行 方 法 

 

 請負      直営 

 

 契約金額、契約方法 

 

 金          円、指名   随契 

 

 契 約 締 結 年 月 日 

 

         年    月    日 

 

 請 負 人 住 所 氏 名 

 

 

 

 

(注)１ 本工事費、補償費、事務費等が着手年月日が同一でない場合は、その都度届け出ること。 

  ２ 工期延長を行った場合は、届出ること。 
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様式第５ 

第    号  

  年  月  日  

 

 愛知県知事  氏  名  殿 

 

                       市    
町    番地

 

                       郡              

 

 

 

組合等土地区画整理補助事業変更承認申請書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定通知がありました組合等土地区画整理補

助事業を下記のとおり変更したいので関係書類を添えて申請します。 

記 

 

 事 業 名 

 

 

 

 施 行 地 区 

 

 

 

 

 事   業   費 

 

 

 実 施 事 業 費                     円 

 

 補助対象事業費                     円 

 

 補助金交付決定額 

 

                             円 

 

 

 変 更 の 内 容 

 及 び 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 変更交付申請書（様式第１号）によるもの以外は、この様式によること。 

  ２ 実施事業費について変更がある場合は、変更前を上段に（  ）書し、下段に変更後を

記載すること。 
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様式第６ 

第    号  

  年  月  日  

 

 愛知県知事  氏  名  殿 

 

                       市    
町    番地

 

                       郡 

 

 

 

年度組合等土地区画整理補助事業実績報告書 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金交付決定を受けました次の事業は、   

 年  月  日完了しました。 

記 

 

 事  業  名 

 

 

 

 施 行 地 区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実 施 設 計 額 

 
補 助 対 象 事 業 費 

 
 
 金  額 

 

 
     内  訳 

 
 
 金  額 

 

 
     内  訳 

 
工 事 費 

 
事 務 費 

 
工 事 費 

 
事 務 費 

 

 実 施 事 業 費 
           (Ａ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 精  算  額 
           (Ｂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 残存及び発生 
 物件差引額(Ｃ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 差 引 精 算 額 
 (Ｂ－Ｃ)  (Ｄ) 
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 補 助 金 額 

 

 

 
 交付決定額 
 
              円 

 

 
 清算による補助金額 
 
              円 

 

(注)１ 交付決定年月日は、当初及び変更があれば変更とも記入すること。 

  ２ 実施事業費(Ａ)は、交付決定通知書の最終事業費とする。ただし、変更承認を受け又は

軽微な変更をしたときは、変更後の事業費とする。 

-340-



様式第７ 

組合等土地区画整理補助事業精算書 

 

１ 事業費清算額内訳 

 

 
 種       別 

 

 

事    業    費 

 

実施設計額 

 

精 算 額 

 

差 引 額 

 

 工   事   費 

 

        円 

 

        円 

 

        円 

 

   本 工 事 費 

 

 

 

 

 

 

 

   測 量 試 験 費 

 

 

 

 

 

 

 

   補  償  費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事  務  費 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業実績内訳 

                                  設  計  内  容                 

    種   別       工 種 名    実 施 設 計     実 績  備   考 

          

  本 工 事 費  

          

  測 量 試 験 費  

          

  補 償 費  

 

 

 

３ 事務費清算内訳 
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費  目 品  目 品質形状 数量 単価 金  額 支払年月日 備  考 

    
円

 
円

 

  

        

        

        

        

        

(注) 未払分があるときは、支払予定年月日を記入すること。 
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様式第８ 

組合等土地区画整理補助事業残存物件調書 

 

残 存 物 件
 

購 入 額 残 存 物 件 見 積 価 格  

摘 要
 

 数 量    単 価   金 額   数 量   単 価   金 額  

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 様式第９ 

組合等土地区画整理補助事業発生物件調書 
    

発 生 物 件 名
  

   

   
数 量

     

 

    評 価 額 

   （ 又 は 売 却 額 ）    

     
摘  要
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 - 3 -

様式第１０  

第   号  

  年  月  日  

             様  

 

                                            愛知県知事   氏   名  ㊞  

 

組合等土地区画整理事業補助金確定通知書  

 

 平成  年度組合等土地区画整理事業補助金の額を次のとおり確定しました。  

 

 交 付 決 定 

 年 月 日 

 （ 番 号 ）   

実 績 報 告 書 

       

年 月 日  

       

 事 業 名  

             

       

施 行 地 区   

             

 補 助 金 

       

 交付決定額  

 補 助 金 

       

 交 付 済 額  

 補 助 金 

       

 確 定 額  

           

     摘    要         

                   

 （    ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （    ）   
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組合等土地区画整理事業補助金取扱要領 

 

第１ 補助対象の範囲 

１ 補助の対象とする範囲の取扱いは、国土交通省通達による組合等土地区画整理補助事業

実施細目の例によるものとする。 

 

第２ 箇所の決定及び決定の通知 

１ 都市・交通局長は、国からの内定通知及び予算の範囲に基づき箇所の決定を行い、その

旨を建設事務所長に通知するものとする。 

２ 箇所決定の通知を受理した建設事務所長は、組合等土地区画整理事業補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）第４に規定する組合等土地区画整理事業補助金交付申請書（以下「補

助金交付申請書」という。）の提出期日を定め、速やかに該当補助事業者に箇所の決定の

あった旨組合等土地区画整理事業箇所決定通知書（様式１）により通知するものとする。 

 

第３ 補助金の交付の申請 

１ 補助金交付申請書に添付する実施設計書には、次の書類を添付すること。 

（１）本工事費……工事内訳書と次の図面  

 

図面の種類 

 

備        考 

 

位  置  図 

平  面  図 

構  造  図 

 

 

 

１ 位置図は、都市計画総括図を使用する。 

２ 平面図には、工事施工箇所及び移転物件を表示する。 

３ 構造図は、橋梁、暗渠、擁壁等の工事について、必要に応じて添付 

する。 

 

（２）補償費……補償費内訳書 

（３）測量及び試験費、その他……各内訳書 

２ 補助金交付申請書は、組合等単独費を合わせて作成することができるものとする。 

３ 補償費の算定は、公共用地の取得に伴う損失補償金算定基準に準ずるものとする。 

 

第４ 補助金の交付の決定及び決定の通知 

１ 建設事務所長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認め

たときは、補助金交付申請書副１通を都市・交通局長に提出し、国からの交付決定通知が

あった後（国への交付申請にあたり早着理由書を添付して申請する地区にあっては、交付

申請書類一式が国に受理された後）に、補助金の交付決定を当該組合等に通知するものと

する。 

２ 要綱第５の補助金交付決定通知は、建設事務所長において行うものとする。 
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第５ 実施設計協議 

１ 組合等は、土地区画整理事業補助金の執行にあたって２項に規定する対象工法等を採用

する場合のみ、実施設計協議（様式８）により建設事務所長に協議を行うものとする。 

建設事務所長は、実施設計協議の内容を審査し、適正と認める場合はその旨を実施設計

協議回答書（様式８－１）により回答するものとする。 

２ 実施設計協議の対象は次のとおりとする。 

（１）工事 

① 橋梁、擁壁、函渠等の重要構造物（仮設工を含む） 

② 特殊舗装を実施するもの 

③ 特殊構造物や特殊工法を採用するもの 

（２）物件補償 

① 特殊補償 

② 補償額１５０百万円以上の大型物件 

（３）その他 

組合等が協議を希望するもの（工事、補償を含む） 

３ 実施設計協議に添付する書類は次のとおりとし、協議内容について判断できる資料を適

宜追加するものとする。 

（１）本工事費……工事内訳書、明細書、代価表、材料計算表等と必要に応じて次の図面 

 

図面の種類 

 

備        考 

 

位  置  図 

平  面  図 

縦 断 面 図 

横 断 面 図 

標 準 横 断 面 図 

構  造  図 

 

 

１ 位置図は、都市計画総括図を使用する。 

２ 平面図には、工事施工箇所及び移転物件を表示する。 

３ 上下水道等の管路については、排水施設平面図を添付する。 

４  構造図は、橋梁、暗渠、擁壁等の工事について、添付する。 

 

 

 

（２）補償費……補償費内訳書、物件移転補償費明細書 

（３）測量及び試験費、その他…各内訳書 

 

第６ 工事の施行 

１ 工事着手届は、着工の日から１０日以内に建設事務所長に提出するものとする。 

２ 組合等は、工事台帳（様式２又は建設事務所長の承認を得て定めた様式のもの）を備え、

又工事監督日誌、工事現場写真等による工事進捗状況の記録、工事材料の検収、監督に必

要な措置を行うものとする。 
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３ 組合等は、工事着手届に記載した工期の期間内に工事が完了する見込みがないときは、

すみやかに建設事務所長に協議するものとする。 

 

第７ 補助事業の変更 

１ 要綱第８の規定により承認を必要とする変更以外は、軽微な変更として組合等は行うこ

とができる。 

２ 補助事業に組合等単独費を加えて施行する事業において、内容の軽微な変更に伴う単独

費の増減がある場合は軽微な変更として扱うものとする。 

３ 補助事業変更承認申請書又は補助金変更交付申請書に添付する関係書類は、補助金交付

申請書に添付した書類について変更内容を明らかにしたものとする。 

４ 建設事務所長は、補助事業変更承認申請書を受理して、内容を審査し、適当と認めたと

きは、副１通を都市・交通局長に提出し、受理された後に、補助事業変更承認通知書（様

式３）により当該組合等に通知するものとする。 

５ 建設事務所長は、補助金変更交付申請書を受理して、内容を審査し、適当と認めたとき

は、副１通を都市・交通局長に提出し、国からの交付決定変更通知があった後（国への交

付決定変更申請が不要な場合にあっては、補助金変更交付申請書の副１通を都市・交通局

長に提出し受理された後）に、補助事業変更承認通知書（様式３）により当該組合等に通

知するものとする。 

６ 要綱第８各号に定める内容については、「都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配

分及び内容の軽微な変更の取扱いについて」によるものとする。 

 

第８ 完了の確認及び補償金額の確定 

１ 建設事務所長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められる

ときは額の確定を行い、すみやかに確定通知書（要綱様式第１０）を組合等に交付するも

のとする。 

この場合、実績報告書等の内容の確認にあたって必要がある場合には、組合等が保管す

る工事記録、関係図書の提示を求めることができる。 

２ 前項の審査において、補助事業と組合等単独事業との合併事業の精算は、実施設計協議

により審査を受けた事業であれば、精算額が実施事業費に満たなくても補助対象事業費を

超過しており、かつ補助目的を達成したと認められる場合には、補助金は全額交付するこ

とができるものとして額の確定をする。 

 

第９ 補助金の交付 

１ 組合等は、当該補助事業に充てる資金が必要な場合、６月末、９月末及び１２月末にそ

の進捗状況に応じて補助金の概算払いを受けることができるものとし、請求書（様式４）

に次の書類を添えて建設事務所長に提出するものとする。 

（１）補助金受入内訳書（様式５） 
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（２）事業執行状況調書（様式６） 

（３）交付決定通知書の写 

２ 当該年度に完了できず、やむを得ず繰越す場合、年度内の進捗状況の範囲内で概算払い

を受けることができる。 

３ ２項で繰越した補助金の交付は、１項により取扱うものとする。 

４ 組合等は、完了した補助事業について補助金の交付を受けようとするときは、請求書に

補助金受入内訳書及び組合等土地区画整理事業補助金確定通知書の写を添えて建設事務所

長に提出するものとする。 

この場合において、前３項の規定により概算払いを受けたときは、補助金の確定額から

受け入れ済みの金額を差し引いた額で請求するものとする。 

５ 建設事務所長は、請求書を受理したときは、すみやかに補助金を交付しなければならな

い。 

 

第 10 補助事業の経理 

１ 組合等は、会計諸帳簿を始め事業執行のために備えつけた諸帳簿冊は、後日検査等の場

合に照合確認できるように詳細に記載するものとする。 

この場合において、補助事業に係るものについては、原則として別冊とするものとする。 

ただし、補助対象事業費を含む全事業費を一括して経理する場合には、補助簿又は明細

等で区分し、補助対象事業に係るものを明確にするものとする。 

２ 組合等は、収支予算において補助事業に係る予算を計上し、その旨を明示するものとす

る。 

ただし、補助対象以外の経費に係る経費と一括計上する場合には、明細等で区分を明確

にするものとする。 

３ 請負、その他の契約は、地方自治法第２３４条の規定に準じて行うものとする。 

ただし、随意契約による場合は、地方自治法施行令第１６７条の２及び県の規定に準じ

て行うものとする。 

４ 事業執行に必要を生じて購入した物品は、物品台帳（様式７又は必要な事項を記載した

様式による台帳）に記載し、保管するものとする。 

 

第 11 残存物件及び発生物件 

１ 補助事業が完了した場合において、残存する物件の取扱いは、国土交通省所管補助金交

付規則の例によるものとし、残存価格を当該補助金より控除して補助金額を確定するもの

とする。 

なお、残存物件の継続使用は、認めないものとする。 

２ 補助事業の施行による附随的に発生した物件については、次により取扱うものとする。 

（１）発生物件がそのまま再使用可能なものは、当該年度の事業に使用することとし、なお

残存するものは、次年度以降の同事業に再使用することができるが、再使用しないもの
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及び再使用不可能なものは、売却処分又は評価してその額を決定し、当該物件の発生し

た補助事業の補助対象事業費より控除して補助金額を確定するものとする。 

（２）発生物件を再使用した場合は、発生物件調書（要綱様式第９）の摘要欄に「再使用年

度及び事業名等」を記載すること。 

 

（附  則） 

 この要領は、昭和５５年 ４月 １日から適用する。 

 この要領は、昭和５７年 ４月 １日から適用する。 

 この要領は、平成 ２年１０月１８日から適用する。 

 この要領は、平成１１年 １月２１日から適用する。 

 この要領は、平成１４年 ３月２６日から適用する。 

 この要領は、平成１８年 ４月 １日から適用する。 

 この要領は、令和 ３年 １月 １日から適用する。 

この要領は、令和 ３年 ４月 １日から適用する。 
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様式１ 

第   号 

  年  月  日 

 

         様 

 

 

                      愛知県知事  氏  名  ㊞ 

 

    年度組合等土地区画整理補助事業の箇所決定（変更）について 

 

 このことについては、下記のとおり決定しました。 

 なお、組合等土地区画整理事業補助金交付申請書の提出期限は、    年  月 

 日とします。 

 

記 

 

事 業 者 名 

 

補助対象事業費 

 

補助金決定額 

 

備   考 

 

 

 

円

 

 

円
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 - 1 -

様式２ 
組合等土地区画整理補助事業工事台帳 

年度 年度                                                                     事業者名                   
実     施     設     計 

交 付 申 請 
年 月日 番 号 

交 付 決 定 
年 月日 番 号 

事 業 費 内       訳 補助対象 
事 業 費 実施条件

 設 計 概 要 
延長 L 幅員 M 本工事費 補償費   事務費 

           

           

           

           

           

           

契約締結  契約金  
 年 月 日 着手年月日～完了年月日 工 期 請負人住所氏名 着 手 届 年 月 日着手  年  月  日受付 

  ・ ・ ・ ・ ・ 
           ～ ・ ・ ・ 

日間 

 

 

 

完 了 届 年 月 日着手  年  月  日受付 

  ・ ・ ・ ・ ・ 
           ～ ・ ・ ・ 

完 了 検 査     年   月   日 

  ・ ・ ・ ・ ・ 
           ～ ・ ・ ・ 

検 査 員  氏名 

  契 約 方 法   支 払 金 額 前払、部分払、完了支払別 検 査 結 果  

  契約代金支払年月日     修補補正年月日  指示       完了 
   年  月  日   年  月  日 

・ ・     進行摘要  県へ着手届提出年月日 

 

 その他 

・ ・   

・ ・   

工 事 名 
路 線 等 名 称   工事台帳 Ｎｏ. 
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様式３ 

第   号 

  年  月  日 

 

         様 

 

 

                      愛知県知事  氏  名  ㊞ 

 

組合等土地区画整理補助事業変更承認通知書 

 

     年  月  日付け  第  号で申請のこのことについては、下記条

件を付して次のとおり承認します。 

 

 事 業 名   

 

 

 

 施 行 地 区   

 

 

 

            

 事 業 費   

 

 

実 施 事 業 費                    円 

 

補助対象事業費                    円 

 

 補 助 金 交 付 決 定 額   

 

 

 

 

 

（条 件） 

 

 

 

 

 

 

(注)１  付すべき条件がないときには、「下記条件を付して」を抹消すること。 

  ２  実施事業費について変更のある場合は、変更前を上段に（  ）書にし、変更後を 

    記載すること。 
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様式４ 

 

請   求   書 

 

  年  月  日 

 

  建設事務所長  殿 

 

 

                       市    
町    番地

 

                       郡 

   

 

 

下記のとおり請求します。 

記 

 

金  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 ただし、下記の組合等土地区画整理事業補助金 

 

事 業 名 

 

 

 

施 行 地 区 

 

 

 

 

 

 

(注)１  要領第 8 第 2 項に規定する書類を添付すること。 

  ２  補助金の支払方法を口座振替とする場合には、銀行名、預金の種類及び口座番号を 

    余白に記入すること。 
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 - 2 -

様式５ 
 

補 助 金 受 入 内 訳 書 
事業者名                  

 

交 付 決 定 関 係 今までの補助金
 

所 要 額
 

（Ａ）
 

補 助 金
 

受 入 済 額
 

（Ｂ）
 

差引今回補助金
 

所 要 額
 

（Ａ）－（Ｂ）
 

 

今 回 補 助 金 

請 求 額 

 

備   考
 

     
年  月  日

        
金   額

      

 円 円 円 円 円  

       

       

       

       

       

       

       

       

計       

 - 3 -

様式６ 
 

事 業 執 行 状 況 調 書 
事業者名                  

番 号 工事等名称 工事場所 設 計 額 
(補助対象額) 

契 約 金 額 
(補助対象額) 請 負 者 

着工 年月日 
し ゅ ん 工 
（ 予 定 ） 
年 月 日 

月 末 現 在 
の 契 約 の 
相 手 方 へ 
の 支 払 額 

支払年月日
 

備 考
 

   円 

（    ） 

円 

（    ） 

     

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

   （    ） （    ）      

計
   （    ） （    ）      

 

(注)１  工事等名称は契約単位ごとに記入すること。 
  ２  支払額に係る領収書又は振込通知書の写（原本証明したもの）を添付すること。 
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様式７ 

 

組合等土地区画整理補助事業物品台帳 

 

購入年度 

 

品  名 

 

形状形式 

 

購入金額 

 

購入年月日 

 

耐用年数 

 

検収者認印 
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様式８ 

第   号 

  年  月  日 

 

   建設事務所長  様 

 

                               土地区画整理組合 

                            理事長 

 

組合等土地区画整理事業補助金実施設計承認申請書 

 

 このことについて下記のとおり申請します。 

事 業 名  

施 行 地 区  

路 線 等 の 名 称  

実 施 設 計 承 認 願  金               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 金 

 

  金               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合単独負担金 

 

  金               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財 源 内 訳 

 

 

 

借 入 金   金              円 

 

保留地処分金   金                            円 

 

その他（   ） 金                            円 

 

 

工 事 概 要
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工 期 

着手予定  

完了予定  

 

 

 

       年   月   日 

        年   月   日 
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様式８－１ 

第   号 

  年  月  日 

 

    土地区画整理事業施行者 

 代表者 氏   名  様 

 

 

                      愛知県○○建設事務所長 

 

組合等土地区画整理事業補助金実施設計書承認について（通知） 

 

     年  月  日付け第  号で申請のあったこのことについて、内容を

審査したところ適正と認められるので承認します。 
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１０－７ 国土調査法第 19 条第５項の指定等について 

（１）「土地区画整理事業測量作業規程」 

土地区画整理事業の各施行者は、測量を公共測量として行う場合には、各々の事業に係る

土地区画整理事業測量作業規程について、「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程（平

成 25 年 1 月 24 日付け国土交通大臣承認）」を準用して定め、測量法第 33 条に規定する国

土交通大臣の承認を得た上で、測量を実施することが必要となる。 

なお、前記測量作業規程中の第 19条における土地区画整理事業の測量成果の国土調査法

第 19条第５項の指定について以下を参照すること。 

（２）国土調査法第 19 条第５項の申請について 

国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課が地籍調査 Webサイトにて国土調査法第 19条

第５項の指定や申請方法について解説している。申請にあたっては「国土調査法第 19条第

5項指定申請の手引」等を参考に申請書を作成すること。 

（３）国土調査法第 19 条第５項の指定等について 

国土交通省土地区画整理事業測量作業規程の第 19条では、国土調査に係る認証の申請と

して、「計画機関は、国土調査法第 19 条第５項に規定する認証の申請を行うものとする。」

と定められています。 

また、この措置方針として、「土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第 19 条第５項

の指定等について（令和２年３月 31日付け国都市第 125 号国土交通省都市局市街地整備課

長通知）」が定められている。 

 

※以下、通知文抜粋 

 

３ 国土調査法第 19条第５項の認証の申請 

土地区画整理事業の確定測量の成果（出来形確認測量を実施し、確定測量の成果と異なる出

来形確認測量の成果を得た場合（確定測量の成果に合わせるための工事を行った場合を除く。）

には、出来形確認測量の成果とする。以下同じ。）について国土調査法(昭和 26 年法律第 180

号)第 19 条第５項に基づき申請し、指定を受ける場合においては、審査等事務手続きの効率化

の観点から、以下により行うようお願いする。 

⑴ 申請の手続き 

申請の手続きは別図に示す手順により、原則として換地計画の認可手続き及び換地処分

に伴う登記手続きと並行して様式１により申請するものとし、申請前に様式２により当該

土地区画整理事業認可権者に対して申請をする旨の通知をする。 

⑵ 測量の基準及び精度 

申請に係る測量の基準及び精度は、次の条件を満たすものとする。 

①  測量の基準 

測量が測量法第11条の測量の基準に従って行われ、地点の位置が国土調査法施行令（昭

和 27 年政令第 59 号）別表第１に掲げる平面直角座標系による平面直角座標値及び測量

法施行令（昭和 24年政令第 322 号）第２条第２項に規定する日本水準原点を基準とする

高さで表示されていること。 
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② 測地成果 2011 

平成 23 年３月 11日に発生した平成 23年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による座標

補正適用地域（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群

馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・

長野県・岐阜県）においては、測地成果 2011 によるものとする。 

③ 測量の精度 

国土調査法施行令第 15 条で定める限度以上の誤差がないこと。 

⑶ 認証申請書等の作成 

様式１を作成する際は、次に掲げる事項に留意するものとする。 

① 「１ 測量及び調査を行った者の氏名又は名称」については、土地区画整理事業の施

行者の名称を記載すること。 

② 「３ 測量及び調査を行った地域及び期間」については、施行区域内の町、丁目名を

記載した上で、「詳細は申請地域位置図、申請地域の区域図兼確定測量図一覧図によ

る」として、それぞれ添付すること。 

③ 「４ 測量又は調査上の誤差の程度」については、「国土調査法施行令第 15条に規定

する誤差の限度内」とした上で「詳細は、総括表、精度管理表、基準点等測量網図に

よる」とし、それぞれ添付すること。なお、測量法第 41条の規定に基づき国土地理

院長の審査を受けた場合にあっては、精度管理表の添付に代えて、その審査書の写し

を添付することで足りるものとする。 

⑷ 指定書の送付 

確定測量の成果が国土調査法第 19条第５項の指定（様式３による。）を受けたときは、様

式４及び様式５により、土地区画整理事業の施行者から当該土地区画整理事業認可権者及

び管轄登記所に当該指定のあった旨を通知するものとする。また、この通知と並行して、国

土交通大臣（事業所管大臣）から都道府県（地籍整備担当課）に当該指定をした旨を通知す

るものとする。 

⑸ 世界測地系への対応について 

土地区画整理事業においては、地権者の権利の公正な換地、清算の観点から、従前地につ

いての測量と従後地についての測量は同一の測地系で実施することが必要となる場合があ

る。 

このため、改正測量法が施行された平成 14年４月１日時点において土地区画整理事業を

施行中の地区については、旧測地系により確定測量又は出来形確認測量を実施することも

できることとし、この場合にあっては、国土調査法第 19条第５項の認証申請の際は、様式

１に添付する「申請地域の区域図兼確定測量図一覧図」の四隅又は方眼線の座標値を世界測

地系に変換し図面に旧測地系と世界測地系の座標値を併記するか、次の図列を図面左下図

郭線外に表示することで足りるものとする。 
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（図 例） 

世界測地系の座標値                  2002．4  修正 ※１ 

 Ｘ Ｙ  Ｘ Ｙ 

左上 -116.691729 +54.699188 右上 -116.691736 +55.699164 

左下 -117.441715 +54.699184 左下 -177.441720 +55.699159 

（備考）左下の旧座標   Ｘ：－117．75  Ｙ：＋55．00 ※２ 

縮尺 １：2,500 ※３   tky2jgd.par Ver.2.0.6 ※４ 

※１ 修正年月 

※２ 図各左下の旧座標位置 

※３ 一覧表の縮尺 

※４ 世界測地系の座標値を求めるために用いた座標変換の方法 

  

-360-



 

※中核市は市長宛て、その他（市認可含む）は県知事宛てに、様式２及び様式４を提出

すること。 
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（様式１）  

    第     号 

  年  月  日 

 

国 土 交 通 大 臣 殿 

 

施 行 者 所 在 地 

施 行 者 名 

代 表 者 氏 名           印 

 

 

国土調査法第 19 条第 5項に基づく国土調査の成果としての認証の申請について 

 

     年に     が行った下記の測量及び調査の成果について、国土調査法（昭

和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 5 項及び国土調査法施行令（昭和 27 年政令第 59 号）第

19 条の規定により、関係書類を添え、国土調査の成果としての認証を申請する。 

 

 

記 

 

1 測量及び調査を行った者の氏名又は名称 

 （土地区画整理事業の施行者の名称） 

2 作成した地図及び簿冊の名称 

3 測量及び調査を行った地域及び期間 

 （○○市○○町の全部及び○○町の一部、期間） 

 詳細は申請地域位置図、申請地域の区域図兼確定測量図一覧図による 

4 測量又は調査上の誤差の程度 

 国土調査法施行令第 15条に規定する誤差の限度内 

 詳細は、総括表、精度管理表、基準点等測量網図による 

 （測量法第４１条の規定による審査書の写しがある場合は精度管理表に代える） 

5 添付書類 

 地図及び簿冊の写し（確定測量図等） 
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 （案） 

＜様式１の記 4 における総括表の書式＞ 

総 括 表 

都道府県名 市区郡名 町村（区）名 測量（調査）の実施地域名 測量（調査）の実施期間 

       ～   年 度 

事 業 施 行 者 代 表 者 名 事 業 名 事 業 根 拠 法 

   土地区画整理法 

成

果

件

数 

基準点測量の既知点数及び点名 新 点 数 測 量 の 方 法 

 

 

 

 

 

計    点 

1 級基準点      点  

2 級基準点      点  

3 級基準点      点  

4 級基準点      点  

確定測量図の精度  縮 尺  枚 数     枚 

総 筆 数 筆 総 面 積 ㎢ 

検

査

終

了

証

明 
工 程 分 類 作業機関名 代 表 者 名 検査者氏名 検査者の所属 

基 準 点 測 量     

確 定 

測量等 

確 定 測 量     

確定測量図     

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 
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（様式２）  

    第     号 

  年  月  日 

 

認 可 権 者 殿 

 

施 行 者 所 在 地 

施 行 者 名 

代 表 者 氏 名           印 

 

 

国土調査法第 19 条第 5項に基づく国土調査の成果としての認証の申請について（通知） 

 

     年に     が行った下記の測量及び調査の成果について、国土調査法（昭

和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 5 項及び国土調査法施行令（昭和 27 年政令第 59 号）第

10 条の規定により、国土調査の成果としての認証を下記のとおり国土交通大臣に申請する

ので、通知する。 

 

記 

 

1 測量及び調査を行った者の氏名又は名称 

 （土地区画整理事業の施行者の名称） 

2 作成した地図及び簿冊の名称 

3 測量及び調査を行った地域及び期間 

 （○○市○○町の全部及び○○町の一部、期間） 

 詳細は申請地域位置図、申請地域の区域図兼確定測量図一覧図による 

4 測量又は調査上の誤差の程度 

 国土調査法施行令第 15条に規定する誤差の限度内 

 詳細は、総括表、精度管理表、基準点等測量網図による 

 （測量法第４１条の規定による審査書の写しがある場合は精度管理表に代える） 

5 添付書類 

 地図及び簿冊の写し（確定測量図等） 
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 （案） 

＜様式２の記 4 における総括表の書式＞ 

総 括 表 

都道府県名 市区郡名 町村（区）名 測量（調査）の実施地域名 測量（調査）の実施期間 

       ～   年 度 

事 業 施 行 者 代 表 者 名 事 業 名 事 業 根 拠 法 

   土地区画整理法 

成

果

件

数 

基準点測量の既知点数及び点名 新 点 数 測 量 の 方 法 

 

 

 

 

 

計    点 

1 級基準点      点  

2 級基準点      点  

3 級基準点      点  

4 級基準点      点  

確定測量図の精度  縮 尺  枚 数     枚 

総 筆 数 筆 総 面 積 ㎢ 

検

査

終

了

証

明 
工 程 分 類 作業機関名 代 表 者 名 検査者氏名 検査者の所属 

基 準 点 測 量     

確 定 

測量等 

確 定 測 量     

確定測量図     

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 
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（様式３）  

 第     号 

  年  月  日 

 

施 行 者 名 

代 表 者 氏 名  様 

 

国 土 交 通 大 臣   印 

 

 

国土調査法第 19 条第 5項の指定について 

 

  年  月  日付け    号をもって申請のあった標記については、国土調

査法第 19条第 5項の規定に基づき、国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定す

る。 
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（様式４）  

 

 第     号 

  年  月  日 

 

認可権者 様 

 

施 行 者 所 在 地 

施 行 者 名 

代 表 者 氏 名           印 

 

 

国土調査法第 19 条第 5項の指定について（通知） 

 

○○市○○地区の土地区画整理事業に係る確定測量の成果について、 年  月  日

に下記のとおり国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 5 項の規定による指定を

受けたので通知する。 

 

 

記 

 

１ 測量及び調査を行った者の名称 

 

 

２ 地図及び簿冊名 
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（様式５）  

 

 第     号 

  年  月  日 

 

○○地方法務局○○出張所長 様 

 

施 行 者 所 在 地 

施 行 者 名 

代 表 者 氏 名           印 

 

 

国土調査法第 19 条第 5項の指定について（通知） 

 

○○市○○地区の土地区画整理事業に係る確定測量の成果について、 年  月  日

に下記のとおり国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 5 項の規定による指定を

受けたので通知する。 

 

 

記 

 

１ 測量及び調査を行った者の名称 

 

 

２ 地図及び簿冊名 
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１０－８ 連続立体交差化事業とあわせて施行する場合の鉄道敷地の取扱い 

連続立体交差化事業の施行に際しては、平成 19 年８月９日に制定された「都市における道路と

鉄道との連続立体交差化に関する要綱」及び「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関す

る細目要綱」により取り扱われている。これらに関して、連続立体交差事業を円滑に実施するため、

昭和 46年９月 10日付けの鉄施第 185 号、鉄土第 54号、都街発第 34号、道政発第 100 号で、運輸

省鉄道監督局長、建設省都市局長、道路局長から発せられた通知「都市における道路と鉄道との連

続立体交差化事業の取扱いについて」による運用がなされているところである。 

土地区画整理事業を連続立体交差化事業とあわせて施行する場合の鉄道敷地の取扱いについて

も、同通知の記載に従うこととする。 

 

※以下、通知文抜粋 

ただし、通知文中の「運輸省・建設省協定」については、「『都市における道路と鉄道と

の連続立体交差化に関する要綱』及び『都市における道路と鉄道との連続立体交差化に

関する細目要綱』」と読み替えるものとする。 

 

５．土地区画整理事業区域内において、鉄道施設の移転を伴う連続立体交差化事業を土地

区画整理事業とあわせて施行する場合の鉄道敷地の取扱いについて 

⑴ 鉄道施設の移転先用地は、土地区画整理事業により更地として鉄道事業者に換地す

るものとする。 

⑵ 前号の換地に際しては、在来線鉄道用地と移転先用地は等積、等価とするものとす

る。 

⑶ 在来線鉄道用地の面積が移転先用地の面積に満たない場合には、あらかじめ都市計

画事業施行者又は鉄道事業者は、その不足する面積の土地を取得するものとする。こ

の場合において、この土地の取得に要する費用は、「運輸省・建設省協定」に基づいて

負担するものとする。 
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